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＜本事業計画の位置付け等について＞ 

本会は第６期地域福祉活動計画（計画期間：令和６年度～令和８年度）において、計画

期間における取組の方針と方向性を定め、これに基づく具体的な取組を年度ごとに事業計

画として策定しています。 

毎年度、事業計画の進捗を確認して、翌年度の事業計画に反映させています。 

また、取組方針ごとに設定したアイコンを各事業に付すことで、どのような方向性で進

めていくのかを可視化しています。これにより、中長期の地域福祉活動計画と単年度の事

業計画との関連性を明確にしています。 
 

取 組 方 針 アイコン 

１ 「ふくし」の心が育つ取組 

 地域のみんなの暮らしや地域の理解を促進すると共に、地域に住む一人ひとりの立場に

立って、互いに尊重し支え合い、地域における課題を他人事ではなく自分事として捉える

「ふくし」の心が育つ取組を推進し、幼少期から「ふくし」の心が育まれる環境をつくります。 

 

２ 多様化する地域課題・生活課題への対応 

 要支援世帯の早期発見及び早期支援のためのアウトリーチの強化により、日頃からの地

域における顔の見える関係づくりを通して、横断的な相談対応体制を構築します。 

 

３ 「伝わる」広報啓発  

 本会の活動・取組や、地域の様々な団体・活動の情報発信を通じ「ふくし」への理解を広

め、川崎市の地域福祉を推進します。 
 また現在デジタル社会の形成が進められているなか、情報から取り残される人がいないよう

支援をするとともに、より多くの人へ情報が届くよう、ICTの活用も含め様々な手法を取り入

れ「伝わる」広報啓発に取り組みます。 

 

４ 活用の見える化～寄附文化の醸成～ 

 地域福祉を推進する参加方法である寄附文化の醸成に向け、活用の見える化に力を入

れ、理解を促進すると共に寄附や募金がしやすい環境や仕組みづくりを行います。 
 持続可能な地域福祉推進に必要な取組や事業、地域福祉活動団体や住民の自発

的・主体的な活動の財源確保に向け、住民、企業などに対し募金や寄附の呼びかけを行

います。 

 

５ 場づくり・機会づくり  

「やりがい」「いきがい」「健康づくり」のきっかけにつながる住民同士の交流、住民の主体的

な活動への参加促進を通じ、自助、互助の取組振興、介護や社会的孤立などの地域生

活課題の予防や解消、把握などにもつながる場づくりや、機会づくりを行います。 

 



３ 

 

取 組 方 針 アイコン 

６ 住民主体の活動の振興 

 ボランティアなど地域福祉活動の担い手づくりや育成、住民の主体的な活動者や団体に

対し活動しやすい環境整備や交流の機会づくり、様々な情報提供や活動促進に向けた支

援を行います。 

 

７ 福祉人材の発掘・育成・支援 

 様々な手法により福祉の仕事の魅力を発信し、地域福祉を支える専門的人材の発掘

及び育成を行うとともに、専門性や技能の向上に向けた取組を推進します。 
 また、福祉の担い手が誇りと働きがいを持って福祉に関わることができるよう、継続的に支

援します。 

 

８ 多種多様な社会資源同士の連携強化と協働 

 福祉分野以外の社会資源同士の連携強化、制度や既存の仕組みでは解決できない課

題や地域のニーズなどに協働で対応できるよう、分野別の組織、専門領域などの枠を超え

たネットワークづくりを推進します。 

 

９ 災害に強い地域づくり 

 多発する大規模な自然災害をはじめ、様々な災害時の対応を見据え、住民、関係団体・

機関や地域資源の把握と連携強化、地域住民同士のつながりづくりを平時より推進します。 
また災害発生後は、被災された地域、住民への生活再建に必要な支援が円滑に届くよ

う、ＩＣＴの活用や平時から構築する社協のネットワークの活用を含めた支援体制の構築を進

めます。 

 

10 持続可能な地域福祉の推進に向けた調査研究

の強化 

 地域福祉活動の活性化や効果的な実施に加えて、将来にわたり地域福祉活動を推進

していくため、地域課題や地域ニーズの把握、解決に向けた調査研究を強化します。 

 

 

  



４ 

 

               基 本 方 針               

我が国においては、令和７年の出生数は過去最少を更新する見込みとなる一方、65歳以

上人口の割合は３割に迫るなど少子高齢化が一層加速しています。また、単身高齢者や高

齢者のみ世帯の増加、子育て世帯の孤立、就労と介護・子育ての両立の困難さなど、生活

課題は世代を超えて複雑化・複合化しています。 

生活面では、長引く物価高騰や雇用環境の変化などにより、家計や生活基盤に不安を抱

える世帯が増加し、従来は顕在化しにくかった「生活困窮」「社会的孤立」といった課題が、

地域の中で表面化しつつあります。加えて、デジタル化の進展は利便性を高める一方で、

情報やサービスにアクセスしにくい人々を生み出すなど、新たな格差の要因ともなってい

ます。 

さらに、近年の記録的な猛暑や集中豪雨、地震の頻発など、気候変動や自然環境の変化

は人々の暮らしに直接的な影響を及ぼし、とりわけ高齢者や障害のある方、子ども、生活

に不安を抱える方々には生命や生活を脅かす重大なリスクとなっています。平時からの見

守りや支え合い、災害時を見据えた地域の支援体制づくりがこれまで以上に重要となって

います。 

こうした社会全体の構造や生活環境の変化に対し、国においては、「地域共生社会」の実

現に向け、分野や制度の枠を越えた包括的な支援体制の構築、身寄りのない高齢者への支

援、災害時を含む切れ目のない支援のあり方などについて議論が進められています。 

昨年 33年ぶりに改定･策定された、社協の活動･事業、組織の考え方や方向性を示す根幹

となる指針である「社会福祉協議会 基本要項 2025」においては、社会環境やニーズの変化

に現実に即し対応しながら、「住民主体の理念に基づき、住民や地域の関係者との協働によ

り、『ともに生きる豊かな地域社会』を創造すること」を社協の使命とすることが明確化さ

れました。 

川崎市においては、「地域包括ケアシステム構築」を基盤とした地域づくりを更に進化さ

せ、医療・介護・福祉のみならず、住まい、就労、生活支援、防災・減災、デジタル活用な

どを含めた分野横断的な資源･取組の連携が重要な段階を迎えています。 

本会では、社会全体の構造や生活環境の変化などを背景に、近年複雑化・複合化してい

る社会的孤独･孤立、生活困窮･不安などの地域生活課題について、地域で顕在化している

課題のみならず、見えにくい困りごとや声にならない不安にも目を向け、地区社協や町内

会･自治会などの地縁組織、社会福祉法人･施設、民生委員･児童委員、ボランティア等の本

会会員はもとより、行政や地域の関係機関･団体、民間企業、大学などの学術・教育研究機

関等の様々な主体ともより一層の協働･連携をしながら、住民主体の地域福祉の推進に取り

組み、地域包括ケアシステム構築を進め、「地域共生社会の実現」を目指してまいります。 

  



５ 

 

 重 点 事 業                             

 

１ 地域包括ケアシステム構築の一層の推進 

 川崎市が推進する地域包括ケアシステム構築の一層の推進を図るため、これまで地域活

動で培った経験を活かして、行政とパートナーシップの下で協働し、包括的支援体制の整

備を目指してまいります。 

  第６期地域福祉活動計画（計画期間 令和６年度～令和８年度）を確実に推進し、地域課

題の解決に向けて取り組みます。 

 

２ 組織経営基盤の強化 

全ての事業・予算化の精査と財源確保、委託事業等の見直し、人材育成計画の推進を継

続して実施するとともに、自主財源の確保のため新たな事業展開を行うなど、財務の健全

化を進めます。 

併せて、将来の収支構造の予測に基づく経営戦略の策定及び経営資源の最適化等につい

て検討する「組織経営検討会議」を設置し、本会の中長期的な経営基盤の安定化と持続可

能な組織経営の実現に取り組みます。 

 

３ 生活困窮者への支援 

生活困窮が継続し生活福祉資金特例貸付の償還免除となった方、生活困窮者自立支援金

の利用者及び償還が難しい生活環境にある方等、生活困窮の状況が継続している方々に対

し、専門機関と連携しながら、訪問等により生活再建を図る支援を行います。 

 

 

４ 想定される災害に備えた地域防災力の向上 

日本各地で甚大な被害が発生しています。また、南海トラフ地震、首都直下型地震など、

広域の被害が想定される大災害の可能性も指摘され続けています。本会は災害ボランティ

アセンターの運営における川崎市及びかわさき市民活動センターとの連携の下、様々な地

域資源や住民との連携を図り、平時から災害に備えます。 

 

 

５ 寄附文化の醸成（共感）による地域共生社会の実現（参画） 

地域福祉を継続するための安定的な職員雇用と事業費確保に向け、企業との連携強化、

寄附形態の多様化、使途の明確化を柱とした新たな仕組みを構築します。この仕組みによ

り、住民の想いと企業の力を地域生活課題の解決へ還元します。本会の認知度を高め財源

基盤を強固にし、地域包括ケアシステム構築の推進による地域共生社会の実現を加速させ

ます。 



６ 

 

 事 業 計 画 の 内 容                              

１ 法人運営事業【３６３，４３１千円】 

【サービス区分事業活動支出 ３６２，４７１千円】 

【共同募金配分金          ９６０千円】 

理事会・評議員会を中心とした円滑な法人運営を図るとともに、事務事業の効率

的な運営に努めます。 
（１）三役会、理事会、評議員会の開催 

（２）監事会の開催、会計監査人監査の実施 

（３）組織経営検討会議の設置 

（４）寄附等自主財源の確保 

（５）会員の増強 

（６）役職員のハラスメント及びカスタマーハラスメントへの対策強化 

（７）苦情解決の実施と推進 

（８）人材確保の取組み（職員採用） 
 

 

２ 調査・研究事業【２６，６９８千円】  

【サービス区分事業活動支出 ２５，９０６千円】 

【共同募金配分金         ７９２千円】 
地域包括ケアシステム構築の推進による地域共生社会の実現及び経営基盤の強化

に向けた調査・研究を行います。 

（１）組織経営基盤強化に向けた取組 

（２）第６期地域福祉活動計画の推進及び次期計画策定に向けた検討 

（３）人材育成計画の推進 

（４）地域コミュニティ支援に向けた新事業の検討・推進 

地域活性化支援アプリ「まちくるみ」活用による町内会・自治会を中心とした地域 

の活性化支援 

（５）多様な主体が参画できる寄附の仕組みづくりと地域生活課題の解決 

（６）地域包括ケアシステムや地域福祉の推進に対する取組 

（７）職員間の情報共有及び課題発掘・検討のため、情報共有の場の開催 

（８）行政とのパートナーシップ強化に向けた取組 

（９）食糧支援かわさきの推進と今後のあり方の検討 

（１０）ＩＣＴによる経理事務の効率化の検討 
 

 

３ 研修事業【８６５千円】 

【サービス区分事業活動支出   ２１５千円】 

【共同募金配分金        ６５０千円】 

「川崎市社会福祉協議会人材育成計画」に基づき、基礎となる研修、職位に応じ

た研修、業務に応じた研修を実施するほか、職場外派遣研修への参加、資格取得補

助を促進し、地域福祉の専門職としての資質の向上を目指します。 

（１）人材育成計画の見直しと、見直した内容の着実な実施 

（２）各種研修への参加促進・職員資格取得補助  



７ 

 

４ 企画・広報事業【６，７０３千円】  

【サービス区分事業活動支出  ３，３３７千円】 

【共同募金配分金       ３，３６６千円】 
社会福祉大会、広報紙・ホームページ等様々な機会を通して、市民への福祉の啓発・

広報、情報提供に努めます。 

ホームページ、広報紙等を連動し、効果的な広報活動を実施します。 

（１）川崎市社会福祉大会の開催 

（２）広報紙「川崎の社会福祉」の発行（年４回）・リーフレットの発行 

（３）ホームページの運用と管理（通年）・ウェブアクセシビリティの取組 

（４）ＳＮＳを活用した広報活動 

（５）本会及び地区社協の活動をより多くの人に知っていただくためのその他の取組 

 

 

 ５ 区社協推進事業【６６１千円】  

【サービス区分事業活動支出   ２１３千円】 

【共同募金配分金        ４４８千円】 

  「地域福祉活動計画」に沿った取り組みに対し、必要に応じ連携や協働、情報提

供を行い、市内の地域福祉活動推進の調整を行います。 

また、地域包括ケアシステムの推進、地域共生社会の実現に向け、区・地区社協

の取り組みを支援します。 

（１）区社協事業との連携・協働 

ア  管理職会議（年１２回） 

イ 地域課長会議（年１２回） 

ウ 担当者会議の開催 

エ 地域課新任職員研修の開催（年２回） 

オ 地域課 CSW研修の開催（年４回） 

（２）地区・区社協役職員等の研修会の開催（地域部会事業）（年４回） 

（３）ふくし相談の統計化と記録の一元管理 

 

 

６ 助成事業【１３，２４４千円】  

【サービス区分事業活動支出 １３，２４４千円】 

  福祉関係団体で実施する事業が効果的に展開できるよう必要な助成を行います。 

（１）社会を明るくする運動への協力 

（２）民間老人いこいの家運営費助成事業 

（３）民間社会福祉施設従事者福利厚生費助成事業 

（４）ふれあい活動支援事業の推進 

（５）法定外緊急援護事業資金の交付（生活困窮者緊急援護資金） 

（６）「わくわく親子フェスタ」や「保育の日」への助成 

（７）福祉基金による団体等助成 
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７ 部会・委員会事業【９，３５８千円】 

【サービス区分事業活動支出   ７，６０６千円】 

【共同募金配分金        １，７５２千円】 

 

   本会の７部会及び委員会の課題に沿った事業を進めます。 

（１）地域部会、法人経営者部会、施設部会（保育協議会、老人福祉施設協議会、障

害者福祉施設協議会、児童・母子福祉施設協議会）、民生委員児童委員部会、保

護司部会、障害者団体部会、ボランティア団体部会の開催、交流事業及び研修事

業等の実施 

（２）各種委員会、種別会員会議の開催 

（３）全国､関東ブロック､県､指定都市で開催される関係会議への参加､協力 

（４）全国的なキャンペーン、推進運動、イベント等への参加 

 

 

８ 福祉基金運営事業【２，０９３千円】 

【寄附・利息等収入  ２，０９３千円】 

広報による募金の増強に努めます。また、福祉基金の運用について研究します。基

金の造成状況及び団体活動助成について、運営委員会を開催し協議します。 

 

 

９ 資金貸付事業【１０２，９５６千円】 

【サービス区分事業活動支出 １０２，９５６千円】 

社会福祉法人の施設の新設、改修、運営費等で貸し付けた資金の償還業務を行い

ます。 

社会福祉法人の経営改善を支援します。 

（１）社会福祉法人経営改善支援事業 

  ア 経営改善相談（電話・ＦＡＸ・Ｅメール） 

   イ 経営健全化計画の作成支援 

    ウ 社会福祉施設運営費の融資 

    エ 研修会開催（年２～３回） 

オ 社会福祉法人経営改善支援事業通信の発行（年４回） 

 

 

１０ 共同募金事業  

 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動（年末たすけあい運動含む）への協力                  

 R8 R7 

一般募金全市目標額（円） 114,140,000 109,680,000 

年末たすけあい募金全市目標額（円） 64,040,000 67,080,000 

 



９ 

 

（２）共同募金配分金事業 

【共同募金配分金 ９，８４８千円】 

ア 法人運営事業             【   ９６０千円】 

イ 調査・研究事業            【   ７９２千円】 

ウ 研修事業               【   ６５０千円】 

エ 企画・広報事業            【 ３，３６６千円】 

オ 区社協推進事業            【   ４４８千円】 

カ 部会・委員会事業           【 １，７５２千円】 

キ 民生委員児童委員活動及び川崎市民生委員児童委員協議会との連携・協働 

【   ５０４千円】 

ク その他、地域福祉の推進のための事業  【 １，３２６千円】 

（ア）児童福祉施設訪問事業 

（イ）高齢者福祉施設等訪問事業 

（ウ）障害者団体等活動助成事業 

ケ 地域生活支援 SOSかわさき事業     【   ５０千円】 

 

 

１１ 受託事業 

【１８０，５５３千円】 

川崎市または神奈川県社協からの委託事業である次の各事業について、適正な事

業運営に努めます。 

（１）福祉パル受託事業（各区１箇所 計７箇所） 

【サービス区分事業活動支出 １９，７３２千円】  

（２）福祉人材バンク事業 

【サービス区分事業活動支出 ４４，７７４千円】 

深刻な福祉人材不足に対応するため、川崎市より福祉の仕事の無料職業紹介事業を

受託し、就労促進の研修会や就職相談会等の開催、福祉の仕事の魅力発信など、人材

確保対策に取り組みます。 

福祉人材の定着を目的に、臨床心理士による福祉事業従事者、事業所向け相談窓口

として、こころの健康相談室『ふぉーえむ』を月４回開所します。 

市内の介護保険及び障害福祉サービス事業所向けにカスタマーハラスメントに関

する相談窓口を開設します。（平日９時～１９時 専用ダイヤル設置） 

 

ア 福祉の仕事の相談 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

相談件数（件） 2,500 2,500 2,000 

就職件数（件） 50 18 30 

イ 福祉のお仕事相談会の開催 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

来場者数（人） 350/10回 200/9回 350/7回 
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ウ 福祉人材確保のための研修会等の開催 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

各種研修会等の開催（回） 25 442 20 

参加者数（延べ人数） 400 430 300 

エ 関係機関及び学校等との連携 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

進路相談会・個別就労支援等

の開催（回） 
10 2 15 

参加者数（延べ人数） 150 65 150 

ハローワーク川崎・北 

お仕事 セミナー開催 
9回 各 7回 各 6回 

参加者数（延べ人数） 200 100 250 

（新）NECセカンドキャリア 

説明会 
2回 各 2回  

参加者数（延べ人数） 200 100  

オ こころの健康相談室『ふぉーえむ』の開所及びメンタルヘルス研修の開催 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

相談件数（回） 90 90 40 

研修参加者数（延べ人数） 35/3回  91/5回 35/3回 

カ 介護保険及び障害福祉サービス事業所向けにカスタマーハラスメントに関す

る相談及び研修 

 R8目標 R7実績（見込み）  

相談件数（回） 90 50  

研修参加者数（延べ人数） 100/3回 

1 回目 34 

うちアーカイブ 122 

2 回目 30 

 

 

（３）生活福祉資金貸付業務受託事業   

【サービス区分事業活動支出    ９４，３４４千円】 

生活福祉資金貸付事業を必要とする相談者や借受人に向けて相談支援や申請

の支援を行います。 

コロナ特例貸付借受人の生活再建に向けて、窓口での相談対応に加えて、生活

再建支援室によるアウトリーチによるプッシュ型のフォローアップ支援を実施

します。 

ア 生活福祉資金貸付事業 

（ア）生活福祉資金貸付事業担当者会議の開催 

（イ）貸付相談員、貸付担当者向け研修の企画、実施 

（ウ）貸付相談員、貸付担当者の支援 

イ コロナ特例貸付借受人のフォローアップ支援 

（ア）償還猶予中借受人の支援 
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（イ）未応答借受人の支援 

（ウ）償還免除借受人の支援 

（エ）生活再建支援室の広報、LINEアカウントの運用 

（オ）関係機関との連携、調整 

（カ）借受人への相談支援の機会増大（相談会等の検討） 

（キ）区社協との連携 

（ク）食糧支援かわさきを活用した支援 

（ケ）借受人データの整理、分析 

（コ）kintone相談管理システムを活用した情報共有 

（サ）地域への生活困窮の理解促進 

（シ）調査研究 

   

（４）福祉サービス受託事業 

【サービス区分事業活動支出   ２１，７０３千円】 

ア 川崎市老人いこいの家夜間・休日等施設開放事業 

イ 川崎市老人いこいの家ミニデイケアサービス事業 

ウ 民間保育所保育士等確保事業 

 福祉のお仕事相談会の開催 保育のお仕事会 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

来場者数（人） 150/1回 300/2回 50/2回 

エ  シニア向けいきがいづくり・介護予防事業 

オ 地域見守り体制強化事業（川崎区、幸区を対象に受託） 

地域活動の醸成や地域団体等の活動支援を通して地域の見守り体制を構築し、

要支援児童及びその保護者等も含めて、地域全体で児童及びその過程を見守り・

支える体制の強化に取り組みます。 
（ア）地域活動の醸成 

（イ）地域団体等への活動支援 

（ウ）要支援家庭等の把握 

（エ）地域団体と地域みまもり支援センター等相談機関との連携の推進 

（オ）広報・啓発の実施 

カ さいわい縁むす日企画運営事業 

大型マンションの建設や地域防災などの地域の課題解決に向けて、イベントや

行事の開催支援に取り組みます。 

 

  



１２ 

 

１２ ボランティア活動振興事業【１１，５４５千円】 

【サービス区分事業活動支出 １１，５４５千円】 

多様化するボランティアニーズに対応するため、各区ボランティアセンター及びかわ

さき市民活動センター等の市内ボランティア活動関係機関と連携し、ボランティアコー

ディネート機能の向上を図ります。さらに、市民のボランティア活動への参加促進に取

り組みます。 

（１）運営委員会の開催 

（２）相談・情報提供事業及び調査・研究 

  ア ボランティアコーディネート業務 

  イ ボランティア団体等情報の把握及び情報提供 

 ウ ボランティア担当者会議の開催 

（３）広報・啓発 

 ア 各種ボランティア情報冊子、リーフレット等、紙媒体によるボランティア関 

   連情報の提供 

 イ ウェブサイトやＳＮＳを活用した広報啓発 

（４）ボランティア育成支援 

 ア ボランティア交流室の貸出 

 イ ボランティアコーディネーター研修の開催 

 ウ ボランティア活動パワーアップセミナーの開催 

    （市民活動センターとの共催） 

 エ 企業の社会貢献活動（プロボノ）との協働 

（５）福祉教育の推進 

  ア 福祉教育推進会議の開催 

  イ 福祉教育研修の開催（市立学校福祉教育担当教諭向け） 

  ウ 夏休み福祉・チャレンジボランティア体験学習「チャレボラ 2026」 

   の開催 

エ 学校、企業等への福祉教材の貸出と整備 

 オ 啓発事業の実施 

（６）高齢者ふれあい活動支援事業 

 ア 会食・配食・ミニデイ実施団体への助成 

 イ 実施団体交流会（研修会）の開催   

（７）災害ボランティア関連 後述 

（８）市内ボランティア活動関係機関との連絡調整及びネットワークの推進 
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１３ あんしんセンター事業【１８８，７６４千円】  

【サービス区分事業活動支出 １８８，７６４千円】 

日常生活自立支援事業及び成年後見事業（法人後見）について実施します。日常生活自

立支援事業は、区あんしんセンターとの連絡調整を継続して行うとともに、職員研修を

実施します。 

「川崎市成年後見支援センター」の運営を通じ、川崎市における成年後見制度の中核機

関としての機能を果たし、制度の利用促進につなげます。 

終活支援事業は、死後事務等人生の終わりに向けた支援に取り組みます。 

（１）権利擁護にかかわる相談 

（２）日常生活自立支援事業 

（３）契約能力判定審査会の運営 

（４）業務監督審査会の運営 

（５）専門員及び生活支援員等研修 

（６）法人後見事業 

（７）成年後見制度連絡会の開催 

（８）川崎市成年後見支援センター運営事業 

ア 広報事業 

（ア）パンフレットの作成・配布 

（イ）市民向けの普及啓発（シンポジウム・研修会の開催等） 

（ウ）支援関係者への啓発（ニュースレターの発行・研修会の開催等） 

（エ）成年後見制度の出張講座 

イ 相談事業 

（ア）成年後見制度に関する相談 

（イ）支援チームへの申立支援 

（ウ）支援チームへの法律・福祉の専門職派遣 

（エ）法律・福祉の専門職による専門相談 

ウ 成年後見制度利用促進事業 

（ア）申立書の書き方支援 

（イ）後見人候補者選定の支援 

（ウ）市民後見人の養成と支援 

（エ）日常生活自立支援事業等との連携 

エ 後見人支援事業 

（ア）親族後見人への支援 

（イ）その他後見人候補者となる担い手との連携 

オ その他 

（ア）川崎市成年後見制度利用促進協議会の開催 

 （９）終活支援事業 

ア 終活に関する普及啓発 

イ 契約に基づく死後事務等の個別支援 

ウ 相談事業 

（ア）終活に関する相談 

（イ）法律の専門職による専門相談 
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１４ 地域生活支援ＳＯＳかわさき事業【２，９４０千円】 

【サービス区分事業活動支出  ２，８９０千円】 

【共同募金配分金          ５０千円】 
区社協と連携し、社会福祉法人（施設）による地域における公益的な取組を推進す

るため、施設間の連携や地域や関係機関との繋がりの構築を目的としたネットワーク

会議や、社会福祉法人（施設）が行う地域における公益的な取組を支援します。 

（１）区社協と連携した連携ネットワーク会議の開催 

（区連携ネットワーク会議※各区１回） 

（２）社協事業協力呼びかけ、並びに社会福祉法人（施設）の取組支援を通じた地

域における公益的な取組の推進 

（３）地域向けに「地域における公益的な取組」の広報啓発 

 

 

１５ 総合研修センター管理経営事業【１０７，０９３千円】 

【サービス区分事業活動支出 １０７，０９３千円】 

令和８年度からの新たな指定管理期間の適正な管理運営に努めます。 

円滑な事業遂行のため、総合リハビリテーション推進センター及び地域リハビリ

テーションセンターほか、川崎市各所管課等と連携し、基礎から実践的な知識・技

術まで、実状に則したテーマを設定、多様な講師を登用し専門性を高めます。また、

同じ福祉業界で働く者同士の顔の見える関係作りを後押しするため、グループワー

クや演習を取り入れた研修を企画実施し、川崎市における地域包括ケアシステム及

び地域リハビリテーションを推進する人材の育成を支援します。 

令和８年度は、サテライト方式での研修を実施、また、学生やセカンドキャリア

で福祉に関心のある方に向けた案内を行ない、利便性の向上、新たな受講者の獲得

を目指します。 

  実施事業 

   （１）福祉人材養成研修 

    ①福祉職員向けテーマ別研修※ 

②はじめての介護入門研修（セカンドキャリア応援研修） 

     （２）国の要綱等に定めのある研修 

    ①介護支援専門員の更新等に関する研修 

    ②認知症介護に関する研修（基礎研修・実践者研修・実践リーダー研修） 

    ③重度訪問介護従業者養成研修（基礎課程・追加課程） 

    ④相談支援従事者研修（初任者研修、現任研修） 

    ⑤強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修） 

    ⑥同行援護従業者養成研修（一般課程・応用課程） 

    ⑦医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

（３）川崎市独自研修 

    ①介護予防ケアマネジメント研修 

    ②地域包括支援センター職員等研修（新任研修・現任研修） 

    ③ゲートキーパー養成研修 

    ④包括的相談支援従事者研修 
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    ⑤難病研修 

    ⑥入所施設からの地域移行従事者研修 

    ⑦医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修 

（４）福祉関連図書・ＤＶＤ等の貸出事業 

（５）福祉機器の普及啓発（福祉用具の常設展示、「福祉用具展示・相談会」の実施） 

（６）その他指定管理事業の中で必要な研修及び事業 

※福祉職員向けテーマ別研修＝半日～１日程度の福祉分野等の対人援助職員向けの様々なテーマ別研修 

実施研修 

 令和 8年度目標 
令和 7年度実績

（見込） 
令和 7年度目標 

福祉職員向けテーマ別研修等 41 50 41 

法定研修・川崎市市独自研修 44 41 41 

受講者数（人） 3,000 2,500 2,700 

 

 

１６ 居宅介護等事業【７４６，４４８千円】 
【サービス区分事業活動支出 ７４４，０９８千円】 

【サービス区分施設設備等支出  ２，３５０千円】 

増大する福祉ニーズに応えるため、担い手となる人材の確保に取り組みます。 
（１）介護保険法に基づく訪問介護及び第 1号訪問事業 

（２）障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業及び地域生活支援事業 

（３）介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

（４）自由契約事業（おたっしゃサポート） 

（５）福祉住宅等訪問協力員派遣事業の受託 

（６）各種研修会 

 

 

１７ 老人いこいの家管理経営事業【３３９，２６０千円】 
【サービス区分事業活動支出  ３３９，２６０千円】 

「老人いこいの家」の指定管理運営事業について区社協と協働して適正な管理運営

を行います。 

また、老人いこいの家全体のサービスの質の向上のため、各区担当者会議を開催し

ます。（市内４８箇所） 

 

市内老人いこいの家  

（１）川崎区  ９箇所 

（２）幸区   ６箇所 

（３）中原区  ７箇所 

（４）高津区  ７箇所 

（５）宮前区  ５箇所 

（６）多摩区  ７箇所 

（７）麻生区  ７箇所  



１６ 

 

１８ 老人福祉センター管理経営事業【３５３，３３２千円】 

【サービス区分事業活動支出 ３５３，３３２千円】 

「老人福祉（・地域交流）センター」の運営を行います。また、サービスの向上を図

るため、各区社協及び老人福祉センター全体で情報を共有します。所長会議・各種担

当者会議を開催します。 

（１）かわさき老人福祉・地域交流センター 

  （２）さいわい健康福祉プラザ 

  （３）中原老人福祉センター 

  （４）高津老人福祉・地域交流センター 

  （５）宮前老人福祉センター 

  （６）多摩老人福祉センター 

  （７）麻生老人福祉センター 

 

 

１９ 公益事業  

  引き続き次の公益事業を実施します。 

（１）川崎市総合福祉センター事業 

【サービス区分事業活動支出 ２４１，３５７千円】 

ア 施設・設備の利用提供事業 

指定管理事業第５期の初年度として着実な施設運営を行います。 

イ 地域福祉情報バンク事業 

（ア）総合相談事業（ふくし相談・専門相談） 

（イ）地域福祉活動に関する情報の収集・管理・配信 

   （かわさき福祉情報サイトふくみみ） 

（ウ）社会福祉専門図書・ＤＶＤの貸出及び資料の整備・蔵書データベースの 

運用 

 R8目標 R7実績(見込み) R7目標 

新規貸出登録者数（人） 70 56 80 

図書・DVD貸出件数（件） 2,100 2,100 2,000 

ウ 地域福祉活動に取り組む市民・ボランティア等を対象にした研修事業 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

研修実施件数（回） 26 26 26 

受講者数（人） 650 1029 650 

 

（２）川崎市高齢者外出支援乗車事業 

【サービス区分事業活動支出 ４３６，９０１千円】 

 R8 目標 R7 実績（見込み） R7 目標 

年間延べ交付枚数（枚） 132,339 130,228 132,174 

 



１７ 

 

（３）地域包括支援センター事業（大師中央・溝口・登戸） 

【サービス区分事業活動支出 １４４，９０５千円】 

ア 総合相談・支援事業 

イ 権利擁護事業 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

エ 介護予防ケアマネジメント事業 

オ 川崎市高齢者福祉サービスの利用調整 

（４）川崎市内の保育士人材確保を目的とした保育士修学資金貸付事業  

【サービス区分事業活動支出 ７２，２２１千円】 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

貸付人数（人） 50 34 50 

（５）ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的としたひとり親家庭高等職業訓 

練促進資金貸付事業 

【サービス区分事業活動支出 １９，０２０千円】 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

貸付人数（人） 30 6 40 

（６）ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的としたひとり親家庭（住宅支援 

資金）貸付事業 

【サービス区分事業活動支出 １１，３７９千円】 

 R8目標 R7実績（見込み） R7目標 

貸付人数（人） 20 12 30 

 

 

２０ 民生委員児童委員活動及び川崎市民生委員児童委員協議会との連

携・協働事業【５０４千円】  

【共同募金配分金 ５０４千円】 

民生委員児童委員の地域福祉活動のため、川崎市民生委員児童委員協議会と連 

携・協働します。 

 

 

  



１８ 

 

２１  災害活動関連事業 

 

   災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し、災害ボランティアセン

ター設置運営訓練、関係機関や団体との連携強化、災害ボランティアの養成等、平時

より災害時に向けた体制整備を進めます。 

（１）川崎市総合防災訓練への参加 

（２）災害ボランティアセンター設置運営訓練、災害ボランティアセンター関連研修 

会の開催 

（３）「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の定期的な検証、見直し 

（４）災害ボランティアセンター設置・運営に向けた行政及びかわさき市民活動セン

ター及び関係団体との協働体制づくり 

（５）事業継続計画と職員行動マニュアルの定期的な検証、見直し 

（６）災害発生時に必要な物品等の整備 

（７）災害発生時、川崎市との協定に基づく帰宅困難者の一時的な受入 

（８）発災時の職員配置などの体制づくり、災害の対応スキルを備えた人材育成へ

の取組・研修参加 

（９）災害活動基金の管理 

（１０）ＳＮＳによる災害ボランティア関連情報の提供 

（１１）ＩＣＴを活用した研修の実施 

（１２）災害ボランティア活動事業の実施 

 

 

２２ 移送サービス等事業  

障害や身体機能の低下等で公共交通機関等による移動が困難な市内の在宅者に対 

して、移送サービス事業等を実施します。（高津区、麻生区で実施） 

（１）道路運送法第７９条の登録に基づく自家用有償旅客運送事業 

（２）道路運送法施行規則第５２条第１項の許可に基づく自家用自動車有償貸渡し 

事業 

（３）本会が所有する自家用自動車を利用した無償移送サービス事業 

（４）本会が所有する自家用自動車の無償貸出事業 

 

 

２３ その他 

その他地域福祉増進に必要な事業を実施します。 

 

 

 

 



１９ 

 

川崎市川崎区社会福祉協議会 

 

第６期地域福祉活動計画は、川崎市社会福祉協議会の理念・基本目標を全市の共通とし

ていますが、各区の実情にあわせた地域福祉事業の展開においてその機能と役割を互いに

発揮ができるように連携をしていきます。 

 

川崎市社会福祉協議会の基本理念 

 

 

 

川崎区のめざすところ（川崎区地域福祉計画基本理念） 

 
 

 重 点 事 業                              

１ 地区社協活動の支援・援助 

地区社会福祉協議会が主体的に取り組んでいる見守り活動や居場所づくり活動の支援

を通じて、生活を取り巻く環境の複雑化、多様化に対応し得る、新たな支え合いの活動

についても検討し、身近な福祉活動の推進を図ります。 

 

２ ふくし相談支援事業 

複雑化・多様化する生活上の相談をあるがままに受け入れ、一人ひとりに寄り添い問題

の解決を目指します。 

川崎区の特徴である生活困窮者や外国籍住民の増加、高齢化の進行など、相談内容から

データを分析し、地域特性を踏まえたニーズを把握し、地域における顔の見える関係づ

くり、地域課題・生活課題を解決できる地域づくりを目指します。 

 

３ 現在・未来の地域の人財づくり   

次世代の福祉のまちづくりを担う人材の育成、地域における福祉の理解者を増やすた

めの取り組みとして、小・中学校、地域団体や区内の企業と協働し、福祉教育を進めま

す。 

助成金を利用したボランティアグループの育成・後方支援、ボランティア情報の収集や

提供により、気軽に参加できるボランティア活動を支援します。 

また、川崎区社協福祉まつりやみんなのごはん、おにぎりキャラバン等のイベントを通

じ、福祉に触れ合う機会をつくることで、多様な視点を持った人財づくりを目指しま

す。 

みんなで支え合い ともに安心してその人らしく暮らせる 

 川崎のまちづくり～ともに目指す地域共生社会の実現～ 

 つながりを育て 安心して暮らせるまち かわさき区 



２０ 

 

 事 業 計 画 の 内 容                              

川崎区社会福祉協議会 事業費【１００，００１千円】 

【サービス区分事業活動支出 ８６，１０９千円】 

【共同募金配分金      １３，８９２千円】 

 

１ 川崎区社会福祉協議会運営事業 

常任委員会を中心に円滑な運営を図るとともに、地域福祉のさらなる推進に向けて、

事務事業の効率的な運営に努めます。 

（１）常任委員会、運営協議会の開催 

（２）会員・賛助会員の増強 

（３）種別会議の開催 

（４）寄附等の自主財源の確保 

 

 

２ 調査・研究事業 

川崎市社会福祉協議会と作成した「第６期地域福祉活動計画」を推進し、進行を確認

し合いながら、地域福祉活動に取組みます。 

各種事業を通じて得られた地域の福祉ニーズを集約・精査し、必要に応じて新たな事

業展開を検討していきます。 

（１）地域福祉活動計画の進行管理 

（２）次期地域福祉活動計画の策定 

（３）福祉ニーズ調査・新たな事業展開の検討 

 

 

３ 研修事業 

常任委員会委員及び運営協議会委員等の役員を対象とした研修を開催します。また

事務局職員の資質向上のため、各種研修へ積極的に参加します。 

（１）役員等研修会の開催 

（２）関係機関が開催する研修会への参加 

（３）その他必要な研修の実施 

 

 

４ 企画・広報事業 

川崎区社協福祉まつり（社会福祉大会）、各種研修、広報紙・ホームページ等の様々

な機会を通して、区民への福祉についての啓発、広報、情報提供に努め、社協の認知度

の向上に取り組みます。  

（１）川崎区社協福祉まつり、社会福祉大会の開催 

（２）各種研修の開催 



２１ 

 

（３）広報紙「ウェーブ」の発行 

（４）ホームページの活用 

（５）子どもフェスタ等のイベントにおける広報啓発活動 

 

 

５ 地域福祉活動事業   

地域包括ケアシステムの推進に向け、地域福祉活動事業を展開します。 

（１）こども食堂こどもの居場所づくりに関する支援の実施 

（２）子育て支援グッズの貸出し 

（３）地域福祉に関する情報の提供・支援 

（４）福祉パルかわさきを活動拠点としている団体へのキャビネットの貸出し 

（５）車いすの貸出し 

（６）福祉用具の再利用（リユース）事業 

（７）ふくし相談支援事業 

（８）川崎市地域見守り体制強化事業への協力（子どもの食糧支援） 

 

 

６ 団体等助成事業  

地区社会福祉協議会及び福祉関係団体が実施する事業が効率的に展開できるよう 

必要な助成を行います。 

（１）賛助会費を財源とした地区社会福祉協議会への助成 

（２）社会を明るくする運動への助成 

（３）高齢者ふれあい活動実施団体への助成 

（４）共同募金を原資とした助成事業 

(５) その他必要な団体への助成・支援 

 

 

７ 連絡・調整事業 

地区社会福祉協議会の相互の情報交換や連絡調整等の活動支援を行います。また、 

地区社会福祉協議会、ボランティアグループ、当事者団体、区役所等福祉関係機関と事

業を通して連携強化を図ります。 

（１）地区社会福祉協議会の相互の情報交換・連絡調整等の活動支援 

（２）地区社会福祉協議会会長連絡会の開催 

（３）関係機関が開催する連絡会議等への出席 

 

  



２２ 

 

８ 共同募金事業 

神奈川県共同募金会川崎市川崎区支会が実施する共同募金運動へ協力し、共同募金配

分金を財源とした事業を実施します。 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動への協力 

（２）共同募金・年末たすけあい配分事業の実施 

ア 福祉ニーズを持つ世帯への年末支援金配分事業 

イ 障害者福祉啓発事業 

ウ 子育て支援事業 

エ ボランティア・当事者団体への活動助成 

オ 高齢者ふれあい活動実施団体への区社協助成 

カ 地域支え合い活動や広報活動など地区社協事業の支援 

キ 区民児協活動の支援 

ク ボランティアセンター事業 

ケ 福祉用具、印刷機貸出事業 

コ 広報紙「ウェーブ」やホームページなど広報事業 

   サ 川崎区社協福祉まつりの開催 

    シ 福祉ニーズ調査・検討事業 

 

 

９ 福祉パル管理運営事業 

川崎市から委託を受け、ボランティア・市民活動の支援を目的とした活動拠点施設

「福祉パルかわさき」の管理運営を行います。 

（１）研修室およびボランティアコーナーの貸出し 

（２）地域福祉活動に必要な印刷機等の機材、機器の貸出し 

（３）情報コーナーの設置によるチラシ・ポスター等の掲示 

 

 

１０ 生活福祉資金貸付事業 

神奈川県社会福祉協議会から委託を受け、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金

の貸付と必要な相談支援を行い、経済的自立や生活意欲の向上、社会参加の促進を図

り、安定した生活を送れるようにすることを目的として実施します。 

（１）生活福祉資金の借入に関する相談・情報提供 

（２）生活福祉資金の貸付・償還援助 

（３）滞納世帯への償還援助 

（４）関係機関との連携による支援 

 

 

 

 



２３ 

 

１１ ボランティア活動振興事業 

  区民の福祉にかかわる意識づくりを目的とし、ボランティア活動や福祉教育を推進

します。 

（１）川崎区ボランティアセンター運営委員会の開催 

（２）ボランティア依頼及び活動希望の相談・調整 

（３）ボランティア情報の発信・広報活動 

（４）各種講座・研修会の開催 

（５）福祉教育の推進 

（６）ボランティア・市民活動団体・関係機関との連携 

（７）夏休み福祉・ボランティア体験学習（チャレボラ）の開催（関係機関共催） 

 

 

１２ あんしんセンター事業 

高齢者や障害のある方の権利擁護に関わる相談を受け、関係機関と連携しながら、

ご本人が地域で安心して生活ができるよう支援します。 

（１）日常生活自立支援事業 

ア 福祉サービス利用援助事業 

イ 日常的金銭管理サービス事業 

ウ 書類等預かりサービス事業 

（２）成年後見支援センター事業 

 ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

イ 親族後見人への支援 

 （３）その他権利擁護に関する相談等 

 

 

１３ 老人いこいの家運営等事業 

川崎区内９館の老人いこいの家の適正な管理運営を行います。 

（１）ミニデイケアサービス事業（渡田） 

（２）夜間・休日等施設開放事業 

（３）老人いこいの家運営委員会及び運営委員長会議の開催 

（４）教養講座及び介護予防講座、アクティブシニア向け講座の実施 

（５）いこいの家まつり・作品展の開催 

（６）広報・啓発に関する取り組み 

（７）ふくし相談窓口機能の強化 

（８）多世代交流・地域交流及びレクリエーションに関する事業 

（９）川崎市が実施する学習支援・居場所づくり事業への協力 

（10）管理人研修の企画実施 

（11）デジタル化推進に向けたスマホ講座の開催 

（12）老人福祉センターといこいの家の協働事業の実施 



２４ 

 

１４ 災害活動関連事業 

「事業継続計画」「職員行動マニュアル」及び「災害ボランティア設置・運営マニュ

アル」に基づき、災害時の対応を行います。また、平時からの災害時における体制整備

を進めます。 

（１）川崎市・区総合防災訓練への参加・協力 

（２）災害発生時に必要な物品等の整備 

（３）災害時に必要なボランティアの基本的知識・技術を学ぶ講座の開催 
 

 

１５ 団体事務 

関係する団体の事務局として運営・活動の支援協力を行います。 

（１）神奈川県共同募金会川崎区支会への協力 

（２）川崎区民生委員児童委員協議会への協力 

（３）関係団体への協力 

 

 

１６ その他 

地域福祉推進に必要な事業を実施します。 

（１）川崎市社会福祉協議会が実施する事業への協力 

（２）実習生の受入等福祉を学ぶ場の提供・協力 

（３）その他、必要な事業の実施 
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川崎市幸区社会福祉協議会 

 

 重 点 事 業                            

 

１ 住民交流活動拠点の円滑な運営 

   区内３カ所の陽だまりの円滑な運営により、「誰もが顔見知りになれる」交流の

場、地域の居場所づくりに取り組みます。 

   多くの方に利用していただけるよう、周知に力を入れるとともに、講座やイベント

等の充実を図ります。 

   また、委託事業を円滑に進めるための支援を行います。 

 

 

２ 福祉教育への取り組み強化 

   福祉を理解し、身近に感じることで地域福祉に目を向ける機会が増えるよう学校・

地域・関係団体等と連携し、地域ぐるみの福祉を推進します。 

   学校等で行う福祉教育の場においては、社会福祉協議会や民生委員児童委員等の地

域活動をＰＲすることで、地域活動への興味関心に繋げられるように努めます。 

 

 

３ ふくし相談事業の実施体制の整備 

   それぞれの拠点であらゆる生活上の相談を受け付けます。受け付けた相談は、社協

の持つネットワークと関連付けて解決につながるよう対応し、地域の課題として捉え

ることで、地域で予防・解決できるまちづくりを目指します。 

 

 

４ 安定財源確保と啓発強化 

   住民に社協活動を理解してもらうための広報啓発活動に積極的に取り組み、賛助会

費や寄附金等の自主財源確保に努めます。 

 

 

５ 災害ボランティアセンター 

   大規模災害発生時、川崎市災害ボランティアセンターと協働し、幸区地域センター

を運営します。 

   大規模災害に備え、地域や関係団体との関係構築に努めるとともに、総合防災訓練

に参加するなど、日頃より災害ボランティアの啓発や養成、訓練等を行います。 
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 事 業 計 画 の 内 容                         

幸区社会福祉協議会 事業費【 ９２，４９４千円】 

【サービス区分事業活動支出  ７７，９１９千円】 

【共同募金配分金       １４，５７５千円】 

   共同募金配分金事業は【共募】と記載しています。 

 

１ 幸区社会福祉協議会運営事業 

常任委員会を中心とした円滑な運営を図るとともに、各種委員会を開催し      

各分野での取り組みを推進します。 

（１）常任委員会、運営協議会の開催 

（２）各種委員会の開催 

（３）自主財源の確保 

（４）会員の増強、賛助会員・協賛会員の募集 

（５）社会福祉士相談援助実習等の受け入れ 

 

 

２ 調査・研究事業  

川崎市社会福祉協議会と一体作成した「第 6期地域福祉活動計画」を推進し、進

行を確認し合いながら、地域福祉活動に取組みます。 

 各種事業を通じて得られた地域の福祉ニーズを集約・精査し、必要に応じて新た

な事業展開を検討していきます。 

（１）地域福祉活動計画の進行管理 

（２）次期地域福祉活動計画策定 

（３）安定した事業運営のための財源確保及び組織体制の検討 

 

 

３ 研修事業 

常任委員会委員・運営協議会委員等を対象とした研修を実施します。 

 

 

４ 企画・広報事業 

広報紙発行やホームページ、SNS 等により、住民への福祉啓発、情報提供を      

行います。 

（１）幸区社会福祉大会の開催 

（２）機関紙「幸区の社会福祉」の発行（全戸配布）【共募】 

（３）区社協通信の発行（会員・関係機関等へ発送） 

（４）ホームページ、区社協公式 SNSを活用した情報提供の充実強化 
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５ 地域福祉活動事業 

地区社協や行政、福祉関係をはじめ多様な機関と連携し、区内地域福祉の充実

に向けた事業を実施します。 

（１）地区社協の育成と活動支援、地域課題への連携した取り組みの実施【共募】 

（２）地区社協等で実施している子育て支援事業や会食会等への支援協力【共募】 

（３）地区社協連絡会議の開催 

（４）住民活動交流拠点(小倉の駅舎陽だまり､塚越の陽だまり､河原町の陽だまり） 

の運営の充実【共募】 

（５）シニア向けいきがいづくり・介護予防事業の実施【委託】(河原町の陽だまり) 

（６）住民主体による要支援者等支援事業の実施【委託】(小倉の駅舎陽だまり・河

原町の陽だまり) 

（７）ふくし相談事業の実施体制の整備、資料の収集と情報の提供【共募】 

（８）相談を通した住民の福祉ニーズの把握 

（９）車いす貸出事業の実施【共募】 

（10）高齢者疑似体験グッズ等の福祉用具の貸し出し 

（11）不要になった福祉用具のリサイクルに関する取り組みの実施 

（12）障害者関係団体等との協働による講座等の開催 

（13）区内障害者施設関係者との情報交換の実施 

（14）子育て支援に関する啓発事業（プラザ祭り） 

（15）「みんなで子育てフェアさいわい」への参加・協力 

（16）プラザ祭りの開催（区民祭と同日開催） 

（17）区内の生活困窮者支援の一環として、食糧や日用品の配付を実施【共募】 

（18）幸区ボッチャ大会の開催（共催事業） 

  （19）さいわい縁むす日の受託、実施【委託】 

  （20）地域見守り体制強化事業の受託、実施【委託】 

 

 

６ 団体等助成事業 

地区社会福祉協議会及び福祉関係団体が実施する事業が効率的に展開できるよ

う必要な助成を行います。 

（１）地区社会福祉協議会への地域福祉活動費等の交付 

（２）共同募金を原資とした助成事業【共募】 

（３）幸区民生委員児童委員協議会への助成【共募】 

（４）社会を明るくする運動、幸区民祭等への協賛 

 

 

７ 共同募金事業 

共同募金の配分を受け、事業を実施します。 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動（年末たすけあい運動含む）に協力 
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（２）共同募金配分金を財源とした事業の実施 

ア 慰問金の配分 

イ 慰問品の配分 

ウ 機関紙「幸区の社会福祉」の発行（全戸配布） 

エ 区社協ホームページでの情報提供の充実強化 

オ 地区社協の育成と活動支援、地域課題への連携した取り組みの実施 

カ 地区社協等で実施している子育て支援事業や会食会等への支援協力 

キ 住民活動交流拠点（小倉の駅舎陽だまり､塚越の陽だまり､河原町の陽だま 

 り、アイリス）の運営の充実 

ク ふくし相談事業の実施体制の整備、資料の収集と情報の提供 

ケ 車いす貸出事業の実施 

コ 共同募金を原資とした助成事業 

サ ボランティアセンターの運営 

シ 区社協の運営 

ス 生活困窮者への食糧支援 

 

 

８ 福祉パル管理運営事業 

福祉パルさいわいの管理運営を行います。 

(１）ホールおよびボランティアコーナー、ロッカーの貸し出し 

（２）地域福祉活動に必要な印刷機等の機材、機器の貸出し 

（３）情報コーナーの設置によるチラシ・ポスター等の掲示    

 

 

９ 生活福祉資金貸付事業 

生活福祉資金に関する相談及び申請手続きを実施します。           

また、償還支援及び滞納世帯への早期対応に努めます。 

 

 

１０ ボランティア活動振興事業 

幸区社協ボランティアセンターの周知と運営の充実、住民への啓発、情報提供、

活動支援等を行っています。 

（１）ボランティアセンターの運営【共募】 

（２）ボランティアセンター運営委員会の開催 

（３）ボランティア等に関する相談と調整、情報収集と提供 

（４）人材の育成、講座の開催 

（５）ボランティア情報の発信 

（６）交流会の実施 

（７）福祉教育の推進（学校授業、チャレボラ等） 

（８）ボランティア保険の受付 
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１１ あんしんセンター事業 

高齢者や障害のある方の権利擁護に関わる相談を受け、関係機関と連携しなが

ら、ご本人が地域で安心して生活ができるよう支援します。 

（１）日常生活自立支援事業 

ア 福祉サービス利用援助事業 

イ 日常的金銭管理サービス事業 

ウ 書類等預かりサービス事業 

（２）成年後見支援センター事業 

    ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

    イ 親族後見人への支援 

  （３）その他権利擁護に関する相談等 

 

 

１２ 老人いこいの家運営等事業 

「老人いこいの家」の適正な管理運営を行います 

（区内６箇所） 

老人いこいの家を地域の拠点施設として位置付け、高齢者をはじめとする幅広い 

世代が気軽に安心して利用できる施設としての活用を図ります。 

（１）ふくし相談窓口機能の強化 

（２）施設の適切な保守管理 

（３）教養講座の開催 

（４）公開講座の開催 

（５）入浴事業の実施（区内３施設） 

（６）定期的な避難訓練の実施と必要に応じた災害対応マニュアルの更新 

（７）利用者の活動発表や啓発を目的とした「老人いこいの家まつり」の開催 

（８）幅広い世代を対象とした事業の企画実施(多世代交流をはじめとした地域 

交流事業) 

（９）利用者満足度調査の実施 

（10）運営委員会の開催 

 

 

１３ 災害活動関連事業 

（１）地域特性を踏まえた災害ボランティアセンター運営の検討 

（２）災害時に登録ボランティアとつながることができるネットワークづくり 

（３）他機関との連携の構築 

（４）災害ボランティアセンター設置訓練及びボランティア養成講座の実施 
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１４ 団体事務 

（１）神奈川県共同募金会川崎市幸区支会への協力 

（２）幸区民生委員児童委員協議会への協力 

 

 

１５ その他 

地域福祉推進に必要な事業を実施 

その他、老人福祉センターとの連携など川崎市社会福祉協議会が実施する事業を 

推進 
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川崎市中原区社会福祉協議会 

 

 重 点 事 業                              

 

１ 地域福祉活動の推進 

 （１）地域福祉活動拠点における居場所づくりの推進 

（２）地区社協活動の活性化を図るための人材育成及び活動への支援の充実 

 （３）小地域福祉活動の新たな組織づくりや人材育成への支援 

 （４）地域包括ケアシステムの構築に向けた、行政、関係機関との連携 

 

  

２ ボランティア活動の推進 

 （１）相談窓口の周知、各種講座の開催、情報紙の発行、ボランティア団体との 

情報共有等、ボランティアセンターの運営の充実と人材養成の推進 

 

 

３ 広報啓発活動、組織体制の強化 

 （１）区社協に寄せられる多様な相談への対応、情報提供 

 （２）社協活動を広く住民に広報するための広報資材の作製、広報紙や 

ホームページの充実、広告掲載等の積極的な展開と自主財源確保 

 

  

４ 災害時の対応に向けての取り組みと連携強化 

 （１）災害ボランティアの養成 

 （２）関係機関との連携強化 
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 事 業 計 画 の 内 容                                

中原区社会福祉協議会 事業費【１００，５１４千円】 

【サービス区分事業活動支出 ８５，１９２千円】 

【共同募金配分金      １５，３２２千円】 

共同募金配分金事業は【共募】と記載しています。 

 

１ 中原区社会福祉協議会運営事業 

（１）適切な組織運営及び基盤の充実強化【共募】 

ア 正副会長会議、常任委員会、運営協議会の開催 

イ 担当常任委員制と委員会活動による事業実施 

ウ 賛助会員、協賛会員の増強 

エ 自主財源を中心とした財政基盤の強化 

オ 個人情報の適切な管理 

カ 苦情対応と解決 

キ 地域福祉活動功労者等に対する表彰及び感謝 

 

 

２ 調査・研究事業 

（１）第６期地域福祉活動計画の円滑な推進 

（２）第７期地域福祉活動計画の策定 

 

 

３ 研修事業 

（１）地区社協組織体制強化及び活動への支援 

ア 区・地区社協関係者研修会の開催【共募】 

 

 

４ 企画・広報事業 

（１）ふくし相談 

ア 福祉を中心とした各種相談への対応 

   （２）広報啓発活動 

     ア 機関紙「社協なかはら」の発行【共募】 

     イ ホームページの管理運営【共募】 

     ウ なかはら福祉健康まつりの開催【共募】 

     エ 中原区民祭への参加 

     オ 広報啓発物の作製【共募】 
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     カ 福祉関係図書・ＤＶＤ等の貸出し及び閲覧 

    キ 会員向け情報紙「なかはらタイムズ」の発行（毎月） 

    ク 中原区社会福祉協議会新春のつどいの開催 

 

 

５ 地域福祉活動事業 

  （１）地区社会福祉協議会活動への支援 

   （２）小地域福祉活動の推進 

   （３）子育て支援の推進 

ア 子育て中の世帯を対象とした講座の開催 

イ 子育てに関する情報提供 

   （４）福祉教育の推進 

     ア 学校、企業、地域における福祉教育の推進 

     イ 福祉教育に関する相談への対応及び連絡調整、講師等の調整や派遣、機器・   

     機材等の貸出し 

   （５）福祉当事者団体の支援 

    （６）地域包括ケアシステム構築に向けた連携と地域支援【共募】 

（居場所づくり、地域拠点整備の支援） 

   （７）印刷機等の機器・機材の貸出し 

（８）障害者(児)リフレッシュ事業の実施【共募】 

   （９）車いすの貸出し 

   （１０）福祉用具リユース情報の提供 

   （１１）中原老人福祉センターとの連携・協力 

 

 

６ 団体等助成事業 

   （１）地区社協育成交付金の交付【共募】 

 （２）地区社協活動費の助成【共募】 

   （３）地区社協への地域福祉活動費の助成 

   （４）高齢者ふれあい活動支援事業補助金の交付 

  （５）会員のボランティア・当事者団体、福祉関係団体・組織への活動費助成【共募】 

   （６）協賛事業への助成【共募】 

    （７）ボランティア銀行なかはらの運営 

ア 寄付金品の受入と配分、活用 

イ 会員以外の福祉団体等への活動費助成 

ウ 地区社会福祉協議会、区・地区民生委員児童委員協議会の事業活動への助成 
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７ 委員会活動事業 

    （１）会員を中心とした関係機関・団体との連携 

ア 種別会員会議、地区社協会長連絡会等の開催 

イ 子育て・障害・高齢者等の各種関係会議や委員会等への参加協力 

 （２）各種事業を実施するための各種委員会の開催 

 

 

８ 共同募金事業 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動（年末たすけあい運動を含む）への協力 

（２）共同募金配分金を財源として実施する事業【共募】 

ア 区社協運営事業 

    イ 区・地区社協関係者研修会の開催 

    ウ 機関紙「社協なかはら」の発行 

     エ ホームページの管理運営 

    オ なかはら福祉健康まつりの開催 

    カ 広報啓発物の作製 

    キ 地域包括ケアシステム構築に向けた連携と地域支援（居場所づくり、地域 

拠点整備の支援） 

    ク 障害者(児)リフレッシュ事業の実施 

    ケ 地区社協育成交付金の交付 

    コ 地区社協活動費の助成 

    サ 会員のボランティア・当事者団体、福祉関係団体・組織への活動費助成 

シ 協賛事業への助成 

ス 情報紙「ポポラーレ」の発行 

セ 年末たすけあい運動見舞金配分事業 

 

 

９ 福祉パル管理運営事業 

（１）福祉パルなかはらの管理運営 

  （２）研修室及びボランティアコーナーの貸出し 

 

 

１０ 生活福祉資金貸付事業 

（１）生活福祉資金貸付事業の実施 

ア 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の相談及 

び償還指導の実施 

イ 関係機関等と連携した借受人世帯における生活状況の把握 
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１１ ボランティア活動振興事業 

（１）なかはらボランティアセンターの運営 

ア ボランティア相談の実施 

イ 情報紙「ポポラーレ」の発行【共募】 

ウ ボランティア関係講座の開催 

エ ボランティア活動希望者や施設・団体等のボランティア登録推進 

オ なかはらボランティアセンターの周知ＰＲ 

カ ＬＩＮＥアカウントの運用 

    （２）防災に関するボランティア活動の広報啓発、地域住民や関係機関との連携 

 災害ボランティアセンターの理解を促進するための研修会の実施 

    （３）夏休み福祉・ボランティア体験学習「チャレボラ２０２６」の実施 

  （４）NECプロボノ活動における川崎市社会福祉協議会との連携・支援調整及び 

     企業の社会貢献活動との連携 

 

 

１２ あんしんセンター事業 

（１）日常生活自立支援事業 

ア 福祉サービス利用援助事業 

イ 日常的金銭管理サービス事業 

ウ 書類等預かりサービス事業 

  （２）成年後見支援センター事業 

ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

イ 親族後見人への支援 

  （３）その他権利擁護に関する相談等 

 

 

１３ 老人いこいの家運営等事業 

指定管理者として老人いこいの家の適切な管理運営を行うとともに、地域福祉の

活動拠点としての有効活用を図る（区内７館）。 

（１）老人いこいの家ミニデイサービス事業の実施（井田老人いこいの家） 

（２）総合相談機能の強化 

（３）施設の適切な保守管理 

（４）教養講座の開催（新規講座、ボッチャ、スマホ教室などの開催） 

（５）入浴事業の実施（ごうじ老人いこいの家、井田老人いこいの家） 

（６）定期的な避難訓練の実施 

（７）利用者の活動発表や交流を目的とした「老人いこいの家まつり」の開催 

（８）幅広い世代を対象とした事業の企画実施(多世代交流をはじめとした地域 

交流の取り組み) 
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（９）利用者満足度調査の実施 

（１０）運営委員会の開催（各老人いこいの家） 

    

 

１４ 災害活動関連事業災害ボランティア関連 

（１）災害対策・事業関連 

ア 川崎市総合防災訓練における災害ボランティアセンター運営設置訓練 

への参加 

イ 災害関係機関との連携強化 

ウ 災害ボランティア養成研修 

 

 

１５ 団体事務 

（１）神奈川県共同募金会中原区支会への協力 

（２）中原区民生委員児童委員協議会への協力 

（３）全国社会福祉協議会、神奈川県社会福祉協議会等との連携・協力 

 

 

１６ その他 

（１）川崎市社会福祉協議会が実施する各種事業等への協力 
（２）その他、地域福祉の推進に必要な事業の実施 
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川崎市高津区社会福祉協議会 

 

 重 点 事 業                              

１ 地域共生社会実現に向けた高齢者、障害者、子ども・ 

子育て世代、生活困窮世帯への支援 

（１）高齢者の健康づくりの支援として、各地域で実施している会食会や、いこいの家

における健康体操、ミニデイサービス、教養講座の実施、また、ボッチャや任天堂スイ

ッチスポーツの活用により、令和１２（２０３０）年度までに、『健康寿命日本一の高

津区』を目指します。 

また、認知症当事者やその家族の方々を地域で支える社会を目指し、区役所と連携

し、いこいの家において認知症サポーター養成講座を開催するなど啓発活動に取り組

む他、認知症の方やその家族の方々が身近で通える場の創出、また、各町内会・町会・

自治会が独自に立ち上げた認知症カフェへの支援に取り組み、『認知症バリアフリーの

まち高津区』を進めます。 

（２）本会会員である川崎市高津区身体障害者協会、川崎市育成会手をむすぶ親の会高

津支部、川崎市北部身体障害者会館等と連携し、障害当事者への理解が進むよう啓発

に取り組みます。 

（３）こども・子育て支援事業推進委員会を中心に、主任児童委員などと連携し、子育て

中の親の友達作りなどの情報交換の場づくりや、子育て中の親の様々な育児不安の軽減

を目的として、子育て支援講座を実施します。 

（４）経済面で困窮している世帯について、生活福祉資金貸付制度による資金の貸付と必

要な相談支援を行う他、生活が困窮している小学生以下の子どもがいる世帯へのクリス

マスケーキの無料配布事業を実施します。 

 

２ 地域の取組への支援 

（１）４つの地区社協が主体的に活動を進められるよう、情報提供・助言、活動費の支援

を行う他、各地域から出された課題を基に立ち上がった活動や課題への対応など、地区

社協活動の支援を引き続き行っていきます。 

（２）社会福祉法人の専門性や横の繋がりを活かした地域生活支援 SOS かわさき事業と連

携し、地域と施設との繋がりが深まるよう支援していきます。 

 

３ 地域の担い手、福祉の担い手の創出 

（１）地域の方々や、高津区内の中小企業などに対して、 

地域活動実践者から経験談等を伝える取組を進めます。 

（２）近年、地震や台風などの災害が多発し、災害ボランティアセンターが立ち上がる 

機会があることから、災害時のボランティア活動やボランティアセンターの役割に対す

る理解を深める講座を開催します。 

（３）小・中学校と連携を進め、福祉教育を通じて、将来的な地域の担い手、福祉人材の

創出に繋げます。また、子ども世代から、その親世代に地域活動の素晴らしさや福祉職

の魅力が伝わるよう発信していきます。 
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 事 業 計 画 の 内 容                               

  ＜共同募金配分金事業について＞ 

   共同募金配分金事業は【共募】と記載しています。 

 

高津区社会福祉協議会 事業費 【１０１，６７３千円】 

【サービス区分事業活動支出 ９２，７５７千円】 

【共同募金配分金       ８，９１６千円】 

 

１ 高津区社会福祉協議会運営事業 

    常任委員会を中心に円滑な事業運営を図るとともに、事務事業の効率的な運営

に努めます。また、会員及び賛助会員の募集に努め、組織基盤の強化を図ります。 

（１）常任委員会、運営協議会の開催 

（２）地区社協・地区民児協会長会議の開催 

（３）会員及び賛助会員の増強 

（４）寄付金の受入れ及び活用 

 

 

２ 調査・研究事業 

川崎市社会福祉協議会と一体で策定した「第６期川崎市社会福祉協議会地域福祉

活動計画」の推進を図るとともに、次期地域福祉活動計画の策定に取り組みます。 

（１）第６期川崎市社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づく高津区社会福祉協議会 

地域福祉活動計画の推進、次期地域福祉活動計画策定に向けた市社協・区社協間 

の調整 

（２）総合相談（ふくし相談）事業 

  （３）その他必要な調査研究 

 

 

３ 研修事業 

区・地区社会福祉協議会の会員を対象に研修を実施します。 

（１）区・地区社会福祉協議会研修会の開催 

 

 

４ 企画・広報事業 

機関紙・情報誌の発行、ホームページの運用による情報提供、他団体の行事等への

参加、新聞・タウン誌等への情報掲載による広報活動を行います。 

（１）機関紙「おあしす」（年２回発行、編集委員会の開催）・情報誌「トピックス」 

（毎月発行）【共募】 
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（２）ホームページの運用 

（３）たかつ区健康福祉まつり（令和８年７月１１日）・高津区民祭等への参加 

（４）タウンニュース等による情報発信 

 

 

５ 地域福祉活動事業 

  地域共生社会の実現に向けて、地域福祉活動事業を進めます。 

（１）地区社会福祉協議会への支援、連携・協働【共募】 

（２）地域と施設との連携への支援 

（３）高齢者の健康づくりの支援（各地域で実施している会食会や、いこいの家に 

おける健康体操、ミニデイサービス、教養講座の実施、また、ボッチャ、任天堂 

スイッチスポーツの活用） 

（４）認知症高齢者及びその家族への支援に向けた普及啓発、居場所づくり 

（５）川崎市高津区身体障害者協会、川崎市育成会手をむすぶ親の会高津支部、川 

崎市北部身体障害者会館等と連携し、障害者に対する理解促進と普及啓発 

（６）子育て支援事業の推進（こども・子育て支援事業推進委員会の開催、子育て支 

援講座開催、子育て支援グッズの貸出し、川崎市保育まつりへの協力）【共募】 

（７）生活困窮世帯への支援（クリスマスケーキ配布等）【共募】 

（８）新たな地域の担い手、福祉の担い手の創出 

（９）高津区福祉敬老大会の開催（令和８年９月１２日：祝品贈呈、功労者・寄付者 

表彰、実施委員会の開催） 

（１０）車椅子の貸出（一時的かつ緊急に必要な方、または研修等への貸出） 

（１１）移送サービス事業の実施（移送車での移送サービス、車両貸出し）【共募】 

（１２）ふれあい会食・配食、ミニデイケア実施団体交流事業の開催 

     

 

６ 団体等助成事業 

  地区社会福祉協議会及び福祉関係団体が実施する事業が効果的・効率的に展開で

きるよう必要な助成を行います。 

（１）共同募金配分金による地区社協交付金の交付【共募】 

（２）賛助会費の配分による地区社協への地域福祉活動費助成 

（３）年末たすけあい募金による小地域福祉活動支援事業助成 

【共募】 

（４）高齢者ふれあい活動支援事業（ふれあい会食会・配食会、ミニデイケアへの

助成） 

（５）高津区社会を明るくする運動への助成（推進委員会への参画） 

（６）寄託金による地域活動団体への助成（記念事業、地域包括ケアシステム推進

に向けた互助活動への助成、子ども食堂・子育てグループへの助成） 
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７ 共同募金事業 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動（年末たすけあい運動含む）への協力 

（２）共同募金配分金を財源とした事業の実施（※年末募金、共同募金の配分事業を再掲） 

ア 年末たすけあい見舞金の配分（年末見舞金の贈呈、配分委員会の開催） 

イ 年末たすけあい募金による地区社会福祉協議会への支援 

ウ 年末たすけあい募金による小地域福祉活動支援事業助成（審査会の開催） 

エ 機関紙「おあしす」（年２回発行、編集委員会の開催）・情報誌「トピッ 

 クス」（毎月発行）・パンフレット等の発行 

オ 移送サービス事業の実施（移送車による移送サービス、車両貸出し） 

カ 共同募金配分金による地区社協交付金の交付 

キ 子育て支援事業の推進（こども・子育て支援事業推進委員会の開催、子育 

て支援講座の開催、子育て支援グッズの貸出し） 

ク 生活困窮世帯への支援（クリスマスケーキの配布等） 

 

 

８ 福祉パル管理運営事業 

「福祉パルたかつ」の適正な管理運営を行います。 

（１）地域福祉活動拠点としての「福祉パルたかつ」の管理運営 

（２）研修室、フリースペースの貸出し 

（３）印刷機、紙折り機等の機材の貸出し 

（４）福祉広報物の配架・掲示 

 

 

９ 生活福祉資金貸付事業 

生活福祉資金に関する相談・申請受付・連絡調整を行います。 

（１）生活福祉資金に関する相談対応 

（２）申請受付・償還事務・特例貸付借受者への支援 

（３）だい JOB センター等関係機関との連携による支援 

 

 

１０ ボランティア活動振興事業 

ボランティア活動の促進及び福祉にかかわる意識づくりのために、ボランティ

ア活動振興事業及び福祉教育の支援を推進します。 

（１）高津区ボランティア活動振興センター運営委員会・事業企画部会の開催 

（２）ボランティア講座の開催 

（３）ボランティアに関する相談対応・情報提供 

（４）ボランティア情報の情報紙トピックスへの掲載 

（５）寄託金の配分助成 
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（６）たかつボランティア・当事者連絡会等との連携・支援（交流会の開催等） 

（７）福祉教育に関する相談対応・情報提供 

（８）「夏休み福祉・チャレンジボランティア体験学習」の実施 

 

 

１１ あんしんセンター事業 

高齢者や障害のある方の権利擁護に関わる相談を受け、関係機関と連携しなが

ら、ご本人が地域で安心して生活ができるよう支援を行います。 

（１）日常生活自立支援事業 

ア 福祉サービス利用援助事業 

 イ 日常的金銭管理サービス事業 

 ウ 書類等預かりサービス事業 

（２）成年後見支援センター事業 

ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

    イ 親族後見人への支援 

  （３）その他権利擁護に関する相談等 

 

 

１２ 老人いこいの家運営等事業 

令和６年度から５年間の指定管理を受けた「老人いこいの家」の適正な管理運営 

を行います。 

（１）指定管理者として区内７か所（高津・上作延・子母口・末長・梶ヶ谷・東高津・ 

くじ）の老人いこいの家の安全で安心できる管理運営 

（２）いこいの家まつりの実施（高津・上作延・子母口・末長・梶ヶ谷・くじ） 

（３）利用者や地域住民の健康への意識啓発のための「健康の日」の推進と介護予 

防への取組みの強化 

（４）教養講座の実施 

（５）こども文化センター等との連携による多世代交流事業の推進 

（６）高齢者を対象としたミニデイケアの実施（上作延・東高津・末長） 

（７）夜間・休日等施設開放事業の受託（全館） 

（８）自主活動グループの育成 

（９）利用者増に向けた取組 
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１３ 災害活動関連事業 

【事業費は「ボランティア活動振興事業」に含む】 

災害ボランティアセンターの周知及び講座を通じて、災害時におけるボランテ 

ィア活動への意識啓発及び実践活動の推進を図ります。 

（１）区役所の防災訓練などにおける災害ボランティアセンターの周知 

（２）災害ボランティア講座の実施 

 

 

１４ 団体事務 

共同募金運動及び民生委員児童委員活動の推進のための団体事務を行います。 

（１）神奈川県共同募金会高津区支会団体事務（支会委員会の開催、赤い羽根募金・ 

年末たすけあい募金の実施、区内福祉施設・団体からの配分申請の受付） 

（２）高津区民生委員児童委員協議会団体事務（総会、常任理事会、理事会、児童委 

員活動強化推進委員会、主任児童委員部会、研修会の開催） 

 

 

１５ その他 

その他、地域福祉推進に必要な事業の実施、行政・保健・医療・福祉関係機関・ 

町会・自治会等団体との連携、川崎市社会福祉協議会の事業への協力を行いま 

す。 

（１）総合相談支援（関係機関・団体とのネットワークによる支援） 

（２）行政との協働・連携（地域みまもり支援センターとの連携会議の開催、各種 

行事等の協働・連携） 

（３）高津区全町内会連合会との高津区賀詞交換会の開催  

令和９年１月９日（土） 

（４）高齢・障害・子ども子育て等関係機関・団体との連携 

（５）福祉関係団体の事業への共催及び後援等の協力・支援 

（６）実習生の受け入れ等福祉を学ぶ場の提供・協力 

（７）高津老人福祉・地域交流センターとの連携、川崎市社会福祉協議会の事業へ 

  の協力 
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川崎市宮前区社会福祉協議会 

 

 重 点 事 業                              

 

１ ささえあう地域づくり 

ボランティア活動振興センターでは、ボランティア団体の構成メンバーの減少など

活動の継続が難しいグループに新しいメンバーの参加を促すような研修会等を実施し、

既存のボランティア団体が継続して活動を続けられるように支援を行います。 

また、新しいボランティア団体の結成・育成にも積極的に支援を行っていきます。 

宮前区の特色の１つでもあるコミュニティカフェについては、区内５０を超える団

体の主催者やスタッフに必要と思われる知識や情報を得られるようにカフェ連絡会等

で研修会を適宜開催し、地域で支え合う居場所づくりを推進します。 

宮前区は坂道が多く、日常の買い物に苦労している住民が多くおります。 

株式会社マルエツが実施している移動販売事業に協力することにより、区社協や 

地区社協の活動への理解促進を図るための調査研究を行います。 

併せて、区内の関係機関との綿密な協力体制を構築し、助けを必要とする方々に適切

な支援が届くようにつながりを強化します。 

その他、賛助会費や赤い羽根共同募金など福祉推進に必要不可欠となる資金につい

て、新たな財源確保の手段を検討するとともに広く協力を求めていきます。  

  

 

２ 「知る」を広げる情報発信の充実 

 日々進化している SNSや AI技術を積極的に活用して、多世代に向けて社会福祉協議

会事業について、できるだけ多くの方に分かりやすい方法で広報を行い、社会福祉協議

会を理解していただくとともに、必要な情報を受け取っていただけるように情報発信

を工夫していきます。 

 また、社協が進める「まちくるみ」について、モデル地区という位置づけから宮前区

全町内・自治会連合会や宮前区役所等の関係機関と連携して事業の推進に協力してい

きます。 

 また、社会的マイノリティ等への正しい知識や理解を得られる福祉講座や研修会等

の開催を通じて互いに認め合う意識づくりへの働きかけを行います。社会的マイノリ

ティの方が偏見のない世界で安心して地域で暮らしていけるように働きかけていきま

す。 

 

 

 ３ 地域の見えるネットワークづくり   

認知症の方やその家族が地域の理解・支えあいによってよりよい生活が送れるよう

に認知症の理解を進める事業の開催や支援を行っていきます。 

併せて認知症支援団体や区役所と連携して、徘徊など問題行動が起きた場合にも、家

族が安心できるように認知症等行方不明 SOSネットワークに協力していきます。 
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「みやまえ福祉フェスティバル」などのイベントを通じて福祉施設や地区社協の取

組や活動を理解してもらうことで、子どもから高齢者まで世代や年齢を問わない社会

全体に対する福祉の輪（ネットワーク）を見える形で地域住民に伝えていきます。 

広報紙の発行や研修会を開催することで LGBTQ や障害者等社会的マイノリティ―へ

の理解を深めるような働きかけを行っていきます。 

   

 

 ４ つながりによる地域力の向上 

   地域包括支援センターやみまもり支援センター、福祉施設などと交流や互いの業務

を理解しあうことで、相談時により適切に対応できるように関係づくりに努めます。 

  福祉関係者と地域福祉の様々な課題を共有するとともに連携を強化し、地域包括ケ

アシステムの普及啓発を進めます。 

   区内福祉施設と地域住民とのつなぎ役として働きかけることにより、地域力の向上

を目指します。特に市社協施設部会で実施している「福祉でつながる地元交流会」や

「地域生活支援ＳＯＳかわさき事業連携ネットワーク会議」などに協力することによ

り福祉施設との連携の強化を図ります。 

その他、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、区内福祉施設などと普段か

ら交流を行い、緊急時・災害時には地域の障害者・高齢者等災害時要援護者を協力して

支援できるような関係性を構築します。 

 

 事 業 計 画 の 内 容                              

宮前区社会福祉協議会 事業費【８１，３９７千円】 

【サービス区分事業活動支出 ７６，０２９千円】 

【共同募金配分金       ５，３６８千円】 

 

１ 宮前区社会福祉協議会運営事業    

（１）常任委員会、運営協議会の開催 

（２）正副会長会議の開催 

（３）種別会員会議の開催 

（４）賛助会員（協賛会員）の募集 

（５）各種委員会の開催など 

 

 

２ 調査・研究事業 

（１）第６期川崎市社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づく進行・管理 

（２）現行計画に対する取組結果を踏まえ、令和９年度からの第７期川崎市社会 

福祉協議会地域福祉活動計画の策定 

（３）地域福祉活動拠点の調査・開拓など 
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３ 研修事業 

（１）常任委員研修会の開催（隔年開催） 

（２）区社会福祉協議会会員研修会（地域懇談会）の開催（隔年開催） 

（３）地域住民の主体的な福祉活動促進のための福祉講座の開催など 

 

 

４ 企画・広報事業 

（１）「みやまえ福祉フェスティバル」の開催  

（２）広報誌「みやまえの福祉」の発行（年４回） 

（３）ホームページのリニューアルと運営 

（４）ＳＮＳを活用した地域福祉活動の情報提供 

（５）地域情報誌や他機関の情報サイト等を活用した多世代に向けた積極的な区社会 

福祉協議会事業のＰＲなど 

(６) 「まちくるみ」モデル地区事業への協力 

 

 

５ 地域福祉活動事業 

（１）地区社会福祉協議会事業への協力・支援   

  （２）子育て支援に関する各種講座等の実施 

（３）車いす貸出事業の実施 

（４）高齢者疑似体験グッズ等福祉用具の貸出 

（５）買い物支援サービスの情報提供等 

（６）ふくし相談の実施 

（７）地域の支援組織や医療・保健・福祉とのネットワークの構築 

（８）地域福祉活動に関する情報提供・支援 

（９）在宅介護者支援事業として、認知症の方を地域で支える体制の構築 

（10）各障がい者の活動への協力など 

 

 

６ 団体等助成事業  

（１）高齢者ふれあい活動支援事業（会食会、配食サービス、デイサービス活動） 

への助成 

（２）社会を明るくする運動への助成 

（３）子ども会等福祉関係団体への助成など 

 

７ 共同募金事業  

（１）神奈川県共同募金会川崎市宮前区支会の実施する共同募金運動への協力 

（２）年末たすけあい配分事業 
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ア 地域の福祉ニーズを持つ方への年末たすけあい見舞金配分事業 

イ 地区社会福祉協議会への活動助成事業           

ウ 福祉活動団体育成支援及び活動助成事業  

    エ コミュニティカフェ支援及び活動助成事業         

オ ボランティア活動振興センター研修等事業            

カ 包括的支援事業など      

 

 

８ 福祉パル管理運営事業 

（１）研修室及びフリースペースの貸し出し 

（２）チラシ・ポスター等の掲示や配架による情報提供 

（３）印刷機等活動に必要な機器、機材の貸出など 

 

 

９ 生活福祉資金貸付事業 

（１）貸付相談及び情報提供 

（２）貸付及び償還業務 

（３）関係団体・機関との連携など 

 

 

１０ ボランティア活動振興事業 

（１）ボランティア活動振興センター運営委員会の開催 

（２）ボランティアに関する相談・調整機能の充実 

（３）「宮前・ボランティア活動情報」の発行（年４回） 

（４）福祉教育事業の推進 

     ア 小中学校の福祉教育事業への協力 

     イ 関係施設・機関等の研修への協力 

     ウ 福祉教育の充実のための多様なプログラムの作成 

エ 協力団体等の発掘・育成及び連携の強化 

（５）ボランティアの発掘・育成のための各種講座・セミナーの開催 

（６）夏休みの福祉体験講座「チャレボラ 2026」の開催 

（７）地域住民、ボランティア団体、施設等への情報提供、支援・連携の強化 

（８）地域福祉活動支援ボランティアの発掘 

（９）関係機関との連携など 

 

１１ あんしんセンター事業  

（１）日常生活自立支援事業 

  ア 福祉サービス利用援助事業 

  イ 日常的金銭管理サービス事業 

  ウ 書類等預かりサービス事業 



４７ 

 

（２）成年後見支援センター事業 

  ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

  イ 親族後見人への支援 

（３）その他権利擁護に関する相談等など 

 

 

１２ 老人いこいの家運営等事業 

（１）「老人いこいの家」の適正な管理運営（区内５箇所） 

（２）地域拠点施設としての機能の充実強化（相談・情報提供・活動支援等） 

（３）教養講座及び介護予防講座等の実施 

（４）施設の適切な保守管理 

（５）利用者の活動発表や地域への啓発を目的とした「いこいの家まつり」の開催 

（６）幅広い世代に向けた地域交流事業の実施 

（７）いこいの家運営委員会の開催 

（８）定期的な避難訓練の実施 

（９）利用者満足度調査の実施 

（10）ミニデイケアサービス事業（平・白幡台・鷲ヶ峰） 

  （11）老人福祉センターとの共催事業の実施など 

 

 

１３ 災害活動関連事業 

（１）災害ボランティア活動の啓発 

（２）災害ボランティア保険の取り扱い 

（３）災害対策・事業における関係機関との連携強化など 

 

 

１４ 団体事務 

（１）神奈川県共同募金会川崎市宮前区支会 
（２）宮前区民生委員児童委員協議会 

（３）みやまえカフェ連絡会「まい Café み～や」など  

 

 

１５ その他 

（１）川崎市社会福祉協議会事業等への取り組み 

（２）老人福祉センターとの連携 

（３）関係機関主催の会議、事業への参加、協力 

（４）実習生の受け入れによる福祉を学ぶ場の提供・協力 

（５）宮前区賀詞交換会の共催 
（６）その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施など  
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川崎市多摩区社会福祉協議会 

 

 重 点 事 業                              

 

Ⅰ 災害ボランティアセンターの周知と運営のための検討 

令和７年度から災害ボランティア担当を設置し、川崎市社会福祉協議会（以下「市社

協」）のボランティア活動振興センターと連携のもと、本市での発災時に多摩区社会福

祉協議会（以下「区社協」）が担う災害ボランティアセンターの役割や具体的活動につ

いて検討するとともに、地域住民への周知を行います。 

また、令和８年度は、町内会・自治会や地域における防災訓練に参加し、日ごろから

顔の見える関係づくりを進めることにより、発災時に円滑に連携できる体制の構築を図

っていきます。 

 

Ⅱ こどもまんなか応援サポーター宣言を目指して 

計画１年目の令和６年度は「こどもまんなか社会」についての研修を開催し、計画２年

目の令和７年度は、区内の子育ての現状や制度等について学び、「こどもまんなか応援サ

ポーター宣言」を行うために、区社協が実施すべき取組を検討しました。 

令和８年度は、関係機関の協力を得ながら、「こどもまんなか応援サポーター宣言」を

目指すとともに、宣言につながる具体的な取組を進めていきます。 

 

Ⅲ 地域ネットワークの構築と助成金の活用  

区社協における地域福祉活動を理解してもらうための広報啓発活動に積極的に取り組

み、及び協賛会員を募り、企業及び法人が参加した地域ネットワークの構築を目指しま

す。 

また、福祉活動団体に助成金を交付し継続的な地域福祉活動を展開することで一人ひ

とりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域づくりに

努めます。 

 

Ⅳ 次世代の福祉の担い手の育成  

令和４年度から、学生（大学生、高校生等）がボランティア活動を始める契機とするた

め「学生が高齢者にスマートフォンの操作を教える講座」を開催しています。 

令和８年度も引き続き、区内の大学をはじめ、近隣の高校や専門学校等にも働きかけ

を行い、継続的な協力体制を構築しながら若い世代の参加を促進していきます。 

また、令和７年度は小学校からの福祉教育に関わる相談に対し、地区社会福祉協議会

（以下「地区社協」）を協力者として紹介することで、地域内の交流の機会につながった

ことから、令和８年度は区内の施設やボランティア団体・当事者団体など地域で活動を

している人と学校をつなげ、次世代の福祉のまちづくりを担う人材育成のための取組を

実施していきます。 
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 事 業 計 画 の 内 容                         

多摩区社会福祉協議会 事業費【 ７８，８１２千円】 

【サービス区分事業活動支出 ７１，３１０千円】 

【共同募金配分金       ７，５０２千円】 

 

１ 多摩区社会福祉協議会運営事業 

（１）常任委員会、運営協議会、正副会長会議等の運営 

（２）一般会員、賛助会員及び協賛会員の募集と新規会員増強のための活動推進 

（３）苦情解決に向けた対応 

（４）職員が内外の研修会に参加できる環境づくり 

 

 

２ 調査・研究事業 

（１）地域福祉活動計画の進捗管理 

（２）次期地域福祉活動計画の策定 

（３）多摩区社会福祉協議会役員及び関係者向け研修会の開催及び 

こどもまんなか社会に向けた取組についての調査研究 

 （４）種別会員間の連携事業の推進 

 

 

３ 企画・広報事業 

（１）広報紙「区社協だより多摩」及びリーフレットの発行による啓発活動 

（２）ホームページによる情報発信 

（３）第１９回多摩区社会福祉大会の開催による啓発活動 

（４）多摩ふれあいまつり参加による啓発活動 

（５）たまたま子育てまつり参加による啓発活動 

（６）多摩区民祭参加による啓発活動 

 

 

４ 地域福祉活動事業 

（１）市社協の「地域生活支援ＳＯＳかわさき事業」のネットワーク会議を活用した 

地区社協と福祉施設の連携強化 

（２）おしゃべりサロンの実施 

（３）車いすや福祉用具の貸出 

（４）印刷機の貸出 
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５ 団体等助成事業 

（１）地区社協への助成 

（２）寄附金を財源とした当事者団体及びボランティアグループへの助成 

（３）高齢者ふれあい活動支援団体への助成 

 

 

６ 共同募金事業 

（１）共同募金会が実施する共同募金運動への協力 

（２）共同募金配分事業の実施 

ア 赤い羽根一般募金の配分金を財源とした事業の実施 

（ア） 広報紙「区社協だより多摩」の発行 

（イ） 第１９回多摩区社会福祉大会の開催 

（ウ） 多摩区民祭参加による啓発活動 

（エ） 福祉関係団体及び行事への助成（母親クラブ、社会を明るくする運動、 

多摩ふれあいまつり、たまたま子育てまつり等） 

（オ） 学生と高齢者との交流事業の実施 

（カ） 各種ボランティア講座の開催 

（キ） 福祉教育の推進 

（ク） 総合防災訓練等での災害ボランティアセンターの周知活動 

イ 年末たすけあい募金の配分金を財源とした事業の実施 

(ア) 区内在住の福祉ニーズを持つ世帯への年末慰問金の交付 

(イ) 子育てサークル交流会の実施を通じた子育て支援の推進 

(ウ) 地域福祉貢献事業の起業グループへの助成 

   (エ) 地区社協への助成（再掲） 

(オ) 印刷機の貸出（再掲） 

（カ）車いすや福祉用具の貸出（再掲） 

（キ）ボランティア情報誌「たまぼら」の発行 

 

 

７ 福祉パル管理運営事業 

（１）研修室及びボランティアコーナーの貸出 

（２）印刷機の貸出（再掲） 

（３）プロジェクター等機器の貸出 

（４）チラシ等の配架とポスター等の掲示による広報活動 
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８ 生活福祉資金貸付事業 

（１）生活福祉資金の貸付に関する相談及び情報提供 

（２）生活福祉資金の貸付・償還援助と特例貸付借受人の支援 

（３）滞納世帯への償還援助 

 

 

９ ボランティア活動振興事業 

（１）多摩区ボランティアセンターの運営 

（２）ボランティア相談会「たまぼらひろば」の開催 

（３）ボランティア情報誌「たまぼら」の発行と区社協ホームページの活用による 

ボランティア情報の発信 

（４）学生と高齢者の交流事業の実施 

（５）各種ボランティア講座の開催 

（６）福祉教育の推進 

ア 福祉教育に関する相談支援 

イ 教職員と福祉学習支援者との交流会の開催 

ウ 福祉教育セミナー及び親子参加型福祉講座の開催 

エ 福祉教育ハンドブックの周知と効果的な活用の検討 

オ 福祉教育用福祉用具の貸出 

カ ホームページを活用した福祉教育推進に向けての情報発信 

キ 福祉教育を通した地区社協、福祉施設等と学校との連携強化 

 

 

１０ あんしんセンター事業 

（１）日常生活自立支援事業 

ア 福祉サービス利用援助事業 

イ 日常的金銭管理サービス事業 

ウ 書類等預かりサービス事業 

（２）成年後見支援センター事業 

ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

イ 親族後見人への支援 

（３）その他権利擁護に関する相談 

 

 

１１ 老人いこいの家運営事業 

（１）区内７館（登戸、菅、錦ヶ丘、長尾、枡形、中野島、南菅）老人いこいの家の

管理運営 

（２）いこいの家公開講座の開催 
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（３）多世代交流・地域交流事業の実施 

（４）相談事業「ふくし寄合処たま」の実施 

（５）老人いこいの家運営委員会の開催 

（６）管理人研修会の開催 

（７）登戸、菅及び中野島老人いこいの家におけるミニデイケアサービス事業の実施 

（８）老人福祉センターとの連携事業の実施 

（９）サークル活動の支援 
 

 

１２ 災害活動関連事業 

（１）災害ボランティアセンターの役割や具体的活動についての検討 

（２）災害対策・事業関連における関係機関との連携強化 

（３）多摩区総合防災訓練等での災害ボランティアセンターの周知活動 
 

 

１３ 総合相談事業 

（１）ＩＣＴ技術の活用等による総合相談の充実 

（２）総合相談のための職員のコミュニティソーシャルワーク技術の向上 

（３）生活福祉資金の貸付に関する相談及び情報提供（再掲） 

（４）相談事業「ふくし寄合処たま」の実施（再掲） 
 

 

１４ 団体事務 

（１）神奈川県共同募金会多摩区支会としての募金活動の推進 

（２）多摩区民生委員児童委員協議会への協力支援 

（３）たまわかくさ（多摩区当事者・ボランティア連絡会）への協力支援 

（４）多摩ふれあいまつり実行委員会の事務局 

（５）たまたま子育てまつり実行委員会の事務局 
 

 

１５ その他 

（１）関係機関等との円滑な連携体制の構築と地域における福祉的課題の把握 

（２）市社協各部署との連携による地域福祉の推進 

（３）老人福祉センターとの連携事業の実施（再掲） 

（４）実習生の受入による福祉を学ぶ場の提供 

（５）寄付金品の受入と対象事業への適正な配分 
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川崎市麻生区社会福祉協議会 

 

【川崎市社会福祉協議会第６期地域福祉活動計画】 

麻生区理念 みんなで支え合う 福祉のまち麻生  
    ～麻生区らしい地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 

    

麻生区社会福祉協議会は、麻生区にお住いの子どもから高齢者まで、また、障害のあ

る方もない方も、全ての人がお互いを尊重して支え合う「誰もが安心して暮らせるまち」

となるよう、「福祉のまちづくり」を麻生区全体で進めていくことを目指します。 

 

 重 点 事 業                              

 

１“他人ごと”から“自分ごと”そして、“みんなごと”へ  

～福祉がより身近になる広報・啓発  

 

  ・麻生区の地域福祉活動情報を把握・発信し、参加の機会や関心を広げます。 

  ・多様な広報媒体を通じて対象や目的に応じて区社協の事業を周知します。    

  ・区社協の役割や機能を適切に住民や福祉関係者に伝える場をつくります。 

 

 

２ 住民の困りごとを受け止め、 

予防と解決に向けた小地域福祉活動の支援 

 

・住民に最も身近な社協である地区社協との連携を強化します。 

・小地域福祉活動を支える担い手の育成と活動のノウハウ・情報共有の場をつくります。 

  ・小地域福祉活動の立ち上げや継続に必要な財源の確保に取り組みます。 

 

 

３「共に生きる」地域づくり・場づくり 

～誰もが参加できるボランティア活動の推進 

        

 ・地域の幅広い世代がボランティア活動に参加しやすい環境やきっかけをつくります。 

  ・ボランティアニーズや活動状況を把握し、コーディネート機能を充実・強化します。 

  ・多様な主体と協働し、学校と地域における福祉教育の推進に取り組みます。 

 

  

社会福祉法人

http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/
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 事 業 計 画 の 内 容                           

麻生区社会福祉協議会 事業費【８８，８４８千円】  

【サービス区分事業活動支出 ８３，９２１千円】 

【共同募金配分金       ４，９２７千円】 

 

 １ 麻生区社会福祉協議会運営事業 

    常任委員会を中心とした円滑な運営を図るとともに、地域福祉のさらなる推進

に向けて、効果的な区社協運営に努めます。また、今後の区社協組織体制や事業

等、区社協および地区社協支援のあり方を検討します。 

    賛助会員募集事業については、２月を重点募集期間として実施します。 

（１）常任委員会、運営協議会（会員意見交換会）の開催 

（２）事業委員会、各委員会の開催 

（３）種別会員会議の開催 

（４）賛助会員（協賛会員）募集事業の実施（重点募集期間２月） 

（５）各事業の効果的な連携 

 

 

２ 調査・研究事業 

川崎市社会福祉協議会と一体作成した「第 6 期地域福祉活動計画」を推進し、進行

を確認し合いながら、地域福祉活動に取組みます。 

各種事業を通じて得られた地域の福祉ニーズを集約・精査し、必要に応じて新たな事

業展開を検討していきます。 

（１）常任委員会にて、川崎市社会福祉協議会「第６期川崎市地域福祉活動計画」  

に基づき麻生区地域福祉活動計画の進捗管理を行います。 

（２）次期地域福祉活動計画の策定 

（３）その他必要な調査研究 

 

 

３ 研修事業 

    区社協会員対象の研修を開催します。また事務局職員の資質向上のため、各種

研修へ積極的に参加します。 

   （１）区社協会員研修の開催 

（２）区社協職員の研修への参加 

（３）その他必要な研修の実施 
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４ 企画・広報事業 

あさお福祉まつり、広報紙・ホームページ等の様々な機会を通して、区民への 

福祉の啓発、広報、情報提供に努めます。 

（１）第３７回あさお福祉まつりの開催（予定） 

（２）第１９回麻生区社会福祉大会の開催（隔年開催） 

（３）広報啓発委員会の開催 

ア 広報啓発委員会の開催 

イ 広報紙「ほほえみ」の発行（年３回） 

ウ ホームページのリニューアルによる効果的な運営 

エ 啓発事業（福祉啓発映画会）の実施 

（隔年開催 第１９回麻生区社会福祉大会と同時開催） 

オ 麻生区社会福祉協議会紹介パネルの活用 

カ 公式キャラクターを使用した区社協のＰＲ 

キ 公式 SNSを活用した区社協のＰＲ（公式ＬＩＮＥ、インスタグラム） 

（４）あさお区民まつり等の地域のイベントに参加、協力 

 

  

 ５ 地域福祉活動事業 

  地域包括ケアシステムの推進に向け、地域福祉活動事業を進めます。 

（１）地区社協の自主的な運営と活動の推進に向けた支援 

（２）地域のつながりによる見守り・助け合い活動の促進 

（３）福祉を中心とした各種相談への対応（ふくし相談） 

（４）関係団体・機関等との連携、会議等への参加 

（５）社会福祉法人・施設等との連携 

（６）車椅子・福祉用具の貸出事業の実施 

（７）移送サービス事業の実施 

ア 移送サービス運営委員会の開催 

イ 移送サービスボランティア定例会の開催 

ウ 区内移送サービス全体の周知、利用者及び運転ボランティアの確保のた 

めの広報・啓発活動の充実 

          

  

６ 団体等助成事業 

  地区社会福祉協議会及び福祉関係団体が実施する事業が効率的に展開できるよ

う必要な助成を行います。 

（１）賛助会費を財源とし、地区社協活動へ地域福祉活動費として助成 

（２）地域のボランティアグループ、及び当事者団体の運営・活動の支援を目的 

に、「ボランティアグループ等活動助成要綱」に基づいて助成 

（３）高齢者ふれあい活動実施団体（会食会・配食サービス・ミニデイサービス） 
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への助成 

   （４）あさおボランティア当事者連絡会への助成 

（５）社会を明るくする運動へ助成 

（６）麻生区交通安全対策協議会への助成 

 

 

７ 委員会活動事業 

   委員会の課題に沿った事業を進めます。 

（１）地域福祉推進委員会 

ア 地域福祉推進委員会の開催 

イ 地域でともに生きるを考える懇談会の開催 

ウ 地域の関係づくりの大切さを考える講演会の開催 

エ 委員研修の開催 

（２）広報啓発委員会（再掲） 

ア 広報啓発委員会の開催 

イ 広報紙「ほほえみ」の発行（年３回） 

ウ ホームページのリニューアルによる効果的な運営 

エ 啓発事業（福祉啓発映画会）の実施 

（隔年開催 第 19回麻生区社会福祉大会と同時開催） 

オ 麻生区社会福祉協議会紹介パネルの活用 

カ 公式キャラクターを使用した区社協のＰＲ 

キ 公式 SNSを活用した区社協のＰＲ（公式ＬＩＮＥ、インスタグラム） 

（３）子育て支援委員会 

ア 子育て支援委員会の開催 

イ ペアレントトレーニング参加者交流会の開催 

ウ 子育て関連グループ交流会の開催 

エ ペアレントトレーニング（未就学児の親向け講座）の開催 

オ 小学生の子どもを持つ親を対象とした講演会の開催 

カ あさお子育てフェスタへの参加 

   （４）ボランティア活動振興センター運営委員会 

ア ボランティア活動振興センター運営委員会の開催 

イ 夏休み福祉・ボランティア体験学習「チャレボラ２０２６」の開催   

（関係機関の共催） 

ウ ボランティア講座の開催 

エ ボランティア専門講座の協力 

オ ボランティアイベントの企画・実施 

カ 災害ボランティアについての取り組みの検討 

キ 地域住民・ボランティア団体等への情報提供や支援、連携強化 

ク ボランティアコーディネート委員会の開催 

ケ 「ボランティア相談コーナー」の開設 

コ 福祉施設等のボランティア受入担当者交流会の開催 
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サ 「ぼらぼら広場」の発行（年６回） 

シ 福祉教育推進委員会の開催 

ス 福祉教育に関する相談・紹介・調整 

セ 小学校・中学校・高等学校の先生との福祉教育に関しての懇談会 

ソ 福祉教育推進委員研修の実施 

タ 麻生市民館、ＮＰＯ法人あさお市民活動サポートセンター（やまゆり） 

との協力・連携強化（市民活動団体検索サイトの活用） 

 

 

８ 共同募金事業 

（１）神奈川県共同募金会川崎市麻生区支会の実施する共同募金運動への協力 

（２）共同募金配分金を財源として事業を実施（全額共同募金を財源とする事業と 

一部を財源とする事業） 

次のア～ウは、共同募金配分金のみを財源として行う事業 

ア 年末たすけあい配分事業（区内の福祉ニーズを持った世帯への「見舞金」 

配布）   

イ あさおオモチャとしょかん運営事業    

ウ ボランティア・当事者連絡会育成費  

次のエ～コは、財源の一部について共同募金配分金を受けて行う事業  

エ 団体等助成事業   

オ 区社協運営事業   

カ 地域福祉推進事業  

キ ボランティア活動振興事業 

ク 広報啓発事業   

ケ 子育て支援事業   

コ 移送サービス事業   

 

 

９ 福祉パル管理運営事業  

川崎市からの委託により、ボランティア・市民活動の支援を目的とした活動拠 

点施設「福祉パルあさお」の管理運営を行います。 

 

 

１０ 生活福祉資金貸付事業 

神奈川県社会福祉協議会からの委託により、低所得者、障害者又は高齢者に対

し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活

意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れ

るようにすることを目的として実施します。 
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１１ ボランティア活動振興事業（再掲） 

区民の福祉についての高揚と区内ボランティア活動の効果的な振興を図ること

を目的とし、各種事業を実施します。 

（１）ボランティア活動振興センター運営委員会の開催 

（２）夏休み福祉・ボランティア体験学習「チャレボラ２０２６」の開催（関係機

関の共催） 

（３）ボランティア講座の開催 

（４）ボランティア専門講座の協力 

（５）ボランティアイベントの企画・実施 

（６）災害ボランティアについての取り組みの検討 

ア 麻生区災害ボランティアに関する連携会議の開催 

イ 麻生区総合防災訓練への参加 

（７）地域住民・ボランティア団体等への情報提供や支援、連携強化 

   （８）ボランティアコーディネート委員会の開催 

（９）「ボランティア相談コーナー」の開設 

（１０）福祉施設等のボランティア受入担当者交流会の開催 

（１１）「ぼらぼら広場」の発行（年６回） 

（１２）福祉教育推進委員会の開催 

（１３）福祉教育に関する相談・紹介・調整 

（１４）小学校・中学校・高等学校の先生との福祉教育に関しての懇談会 

（１５）福祉教育推進委員研修の実施 

（１６）麻生市民館、ＮＰＯ法人あさお市民活動サポートセンター（やまゆり） 

との協力・連携強化（市民活動団体検索サイトの活用） 

      

 

１２ あんしんセンター事業 

高齢者や障害のある方の権利擁護にかかわる相談を受け、関係機関と連携しな 

がら、ご本人が地域で安心して生活できるよう支援を行います。 

 （１）日常生活自立支援事業 

   ア 福祉サービス利用援助事業 

   イ 日常的金銭管理サービス事業 

   ウ 書類等預かりサービス事業 

 （２）成年後見支援センター事業 

   ア 成年後見制度利用促進のための広報や相談 

   イ 親族後見人への支援 

    （３）その他権利擁護に関する相談等 

 

 

 



５９ 

 

１３ 老人いこいの家運営等事業 

麻生区内７館の老人いこいの家の適正な管理運営を行います。 

    （１）指定管理事業 

      ア 運営委員会の開催 

イ 公開講座の開催 

ウ 多世代交流・地域交流及びレクリエーションに関する事業 

エ 健康づくり・介護予防に関する事業 

オ 高齢者の社会参加を促し、高齢者の活躍の場につながる取り組みを推進 

カ 消防訓練・避難訓練の実施 

キ 管理人研修・管理人連絡会議の企画実施 

  

     

１４ 災害活動関連事業 

「事業継続計画」、「職員行動マニュアル」及び「災害ボランティア設置・運営 

マニュアル」に基づき、災害時の対応を行います。また、平時からの災害時にお 

ける体制整備を進めます。 

（１）災害ボランティアについての取り組みの推進（再掲） 

ア 麻生区災害ボランティアに関する連携会議の開催 

イ 麻生区総合防災訓練への参加 

（２）災害対策・事業関連 

      ア 事業継続計画の定期的な検証 

    （３）災害発生時に必要な物品等の整備 

 

 

１５ 団体事務 

関係する団体の事務局として運営・活動の支援協力を行います。 

（１）神奈川県共同募金会川崎市麻生区支会への協力 

（２）麻生区民生委員児童委員協議会 

（３）関係団体の事務協力 

 

１６ その他 

   地域福祉推進に必要な事業を実施します。 

（１）麻生老人福祉センターとの連携など川崎市社会福祉協議会の事業への協力 

（２）麻生区賀詞交歓会の共催  

（３）実習生の受け入れ等福祉を学ぶ場の提供・協力 

  （４）その他必要な事業の実施 

 


